
学校における働き方改革
○シリーズ　現代の教育事情

学校業務改善アドバイザー（文部科学省委嘱）、中教審「学校における働き方改革特別部会」委員	
妹尾　昌俊

文部科学省初等中等教育局財務課
県教育庁教育振興部教職員課

NPO法人ファザーリング・ジャパン　ファウンダー／代表理事	 安藤　哲也
○提　言

特集

千葉県総合教育センター

第６５５号　平成31年（2019）３月15日発行

３月

千葉教育
千葉の子どもたちの未来のために

桜
平成30年度

No.６５５



１　「塩浜ふるさと防災科」
⑴概要
「塩浜ふるさと防災科」は、地域に誇りや

愛着をもった思いやりのある豊かな心と、自
主的に問題解決を行い、たくましく生きる力
を育成する本校独自の教科である。

各教科、領域等で身に付けた力を活用し
て、質の高い学びを創造する教科として、教
育課程の中核に位置づけて推進している。推
進にあたっては、①人間としての生き方に迫
る②地域への理解と愛着を深める③防災リテ
ラシーを身に付ける④科学的理解を深めるの
４点を視点として、総合的な学習の時間全て
と特別活動の５時間を活用して、３～９学年
で実施している。
⑵導入の経緯

義務教育学校である本校では、一貫教育推
進の軸となる教科が必要であった。小・中学
校の教職員には価値観に大きな壁があり、協働
してカリキュラム開発を行うことにより、教
育課程の構造的理解を踏まえた指導の一貫化が
図られると考えた。また、教科内容の「ふるさ
と」と「防災」は、地域の実態を踏まえて設定
した。地域は東日本大震災時に液状化の被害
が大きく、防災に対する関心が高いとともに、
学校と関わりながら子供を育てていこうとす
る意識が強く、地域の教育力を生かした学習
は、学びの深まりにつながると考えた。

２　「塩浜ふるさと防災科」の取組
３～７年生は学習内容を次のように重点化

して、学びの積み重ねを大切にした取組を進
めている。

⑴３～７年生の学習内容
３～７年生の学習の重点

学年 内容 学習の重点

３年生 「ふるさと」
「防災」

○どのような学習を進めていくのかを示す
　・調べ学習の進め方　・タブレットの使い方　等

４年生 「ふるさと」
（海洋教育）

○地域をより身近に、より具体的に学ぶ
　・船上学習　・三番瀬環境学習館見学　等

５年生 「防災」 ○防災科の深化
　・地域の方へインタビュー　・災害時の備え　等

６年生 「ふるさと」 ○自分たちにできることを深く追究する
　・バリアフリーの状況　・地域の行事　等

７年生 「防災」 ○５年生で学んだ防災科の深化
　・地震のメカニズム　・塩浜の被害想定　等

⑵８・９年生の学習内容
８・９年生は縦割りによるゼミ形式を導入

し、実践的な学習を通して、主体的・対話的
で深い学びの具現化に取り組んでいる。

８・９年生のゼミのテーマ
防災科 ふるさと科

Ａ 防災に関連した資格の取得 Ｄ 三番瀬をまもるために

Ｂ 自分たちで企画・運営する避難訓練 Ｅ 塩浜地区の少子高齢化対策

Ｃ 次の災害に備え、自分達にできること Ｆ 地域の行事の企画・運営

⑶塩浜ふるさと防災科ゼミＢの実践
①情報収集と企画
・専門家の話を聞く
・企画について話し合う
・消防署に助言を求める
②実践
・１～ 9 年生の縦割りグループで一次避難
・ゼミ生徒が各学級を先導して二次避難（津波対策として 4

階へ）
・消防署の講評
③発信と交流
・塩ふるゼミ発表会
・異校種で発表

３　一貫教育推進の軸としての効果
導入から４年目を迎え、「塩浜ふるさと防

災科」は前・後期課程
の教員が、共に話し合
い、協働して取り組む
教 科 に 成 長 し て お り、
一貫教育推進の大きな
軸となっている。

学校自慢
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独自教科「塩浜ふるさと防災科」による
質の高い学びと一貫教育の推進

全教員による研究会
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シリーズ！　現代の教育事情　学 校 に お け る 働 き 方 改 革

道 標
平成29年に、国立教育政策研究所から出された「学

校組織全体の総合力を高める教職員配置とマネジメン
トに関する調査研究報告書」で、日本の教職員は、「登
下校の時間の指導・見守り」「給食・昼食時間の食育」等、
諸外国と比較して広範な役割を担っていることが示さ
れており、学校現場において子供たちのために惜しみ
ない努力を重ねている。
県教育委員会においては、平成15年に、教育職員の

長時間勤務の縮減をはじめとした労働時間の短縮に向
けて「教育職員の総労働時間の短縮に関する指針」を
作成して以降、教育庁内に検討会議を設置するなどし
て、教職員の事務的負担の軽減に係る様々な取組を行っ
てきた。一方で、平成 28年に文部科学省が、10年ぶ
りに教員等の勤務実態調査を行い、多くの教員等が長
時間勤務をしている実態が明らかになった。本県でも、
平成29年に「教員等の出退勤時刻実態調査」を実施し、
多くの教員等が長時間勤務をしている実態が改めて明

らかになった。
これらの動きの中で、平成30年３月に、上記指針の

一部を改訂し、「部活動運営の見直し」、「勤務時間管理
の徹底」、「学校閉庁日」「連絡体制の整備」の追加を行っ
た。さらに、同年９月に、各県立学校及び市町村教育
委員会が、実態に応じて具体的な取組を進めることが
できるよう、数値目標を含めた行動計画となる「学校
における働き方推進プラン」を策定した。その目的に
は「教職員が心身ともに健康を保つことができる環境
を整　え、子供たちの成長に真に必要な、効果的な教育
活動を持続的に行うことができるようにする。」とある。
今後、この目的を達成するために、教育委員会や学

校等はどのように取り組んでいけばよいのだろうか。
日々、子供たちのために頑張っている教職員が、更な
る誇りをもって教育活動を行うことができるような、
「学校における働き方改革」の取組について考えていき
たい。
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最近、「人生 100 年時代」という言葉をよ
く見かけませんか？「人生 100 年時代のマ
ネープランはこちら〇〇で！」「安心の〇〇
投資で人生 100 年時代の安心を！」金融系
の新聞広告などで盛んに使われている。し
かし、そういきなり「人生 100 年」と言わ
れても…と、多くの人はそう感じているに
違いない。人は病気にでもならない限り自
分の寿命など考えないものですが、確かに
日本人の平均寿命は年々伸びており、今後、
不治の病や事故・災害に遭うなどを除けば、
おそらく寿命は予想より多少なりとも長く
なっていくと思われる。
「人生 100 年時代の到来とその生き方戦

略」を提唱したロンドン・ビジネススクー
ル教授リンダ・グラットン氏が著した『LIFE 
SHIFT（ライフシフト）』は、世界中で翻
訳され、日本でも 30 万部を超えるベストセ
ラーになった。健康寿命が伸び、「日本の
2007 年以降に生まれた子どもの半数が 107
歳まで生きる」という衝撃的データも話題
になった。寿命「プラス 20 年」が突きつけ
る超長寿社会を私たちはどう生きるのか？
自分のことだけでなく、子供たち次世代に
もそれをどう伝えていくのか。そのことが
いま問われている。

「高齢社会」「長寿社会」と聞くと私たち
は年金制度への不安、介護問題に対する恐
れというネガティブな話を想像しがちだ。
しかし「人生 100 年時代」をポジティブに
捉えるためには、新たな価値観や意識を変
えることが必要ではないか。前向きに考え

れば、「100 年も生きるのか」から「人生を
楽しむ時間が増える」に変わらないだろう
か。今 50 歳なら折り返し点である。まずは
悲観的にならず、「働く」ことも含め、アク
ティブな思考と行動が求められている。

『LIFE SHIFT』においても 100 年ライフ
ではこれまでのような「教育（20 年）」「仕
事（40 年）」「引退（20 年）」という年齢で
区切られた３ステージの人生ではなく「マ
ルチステージ」つまり年齢とステージの関
連がない、パラレル（複合的）な生き方が
必要になってくると説いている。例えば 30
代に本業で働きながら「副業」や「社会活動」
に励んだり、男性でも子どもが生まれたら
育休を取ってみる。40 代で転職・起業する。
これらも「ライフシフト」の一つだ。また
最近は定年後に地域活動で汗をかく人も増
えてきた。会社の定年は社会的リタイアで
はなく、長年働いて得た能力や経験を地域
社会や次世代に還元していくチャンス。「お
金や出世のためでなく、困っている誰かの
ために生きることで自分の価値観が変わっ
た」という人は、その時点で「ライフシフト」
に向かっているのである。

逆にこれまでのような生き方・考え方だ
と 100 年ライフでは人生の納得感や幸福感
を得ることは難しくなっている。サラリー
マンだった男性の定年後の危険因子＝「老
後の３Ｋ」として言われるのが「お金」「健康」

「孤独」だ。そこに陥らないためにも、これ
からは働くことや暮らすことにおいて、そ
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也
NPO 法人ファザーリング・ジャパン 

ファウンダー／代表理事

人生 100 年時代を
“ライフシフト”で楽しもう！
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れを楽しめるマインドや適う体力、仲間と
のネットワークを持つ。そしてある程度の

「稼げる能力」も身に付けておこう。

社会全般で人手不足から雇用延長の流れ
が出来つつある。働く年齢の上限が 70 歳以
上が当たり前になった時、それに対して私
たちはいま何を準備しておくのか。40 ～ 50
代の時から意識を高め、健康に留意し、自
らの能力を開発し、経験や人脈といった「無
形資産」を築いておく方が、定年後の安心
や思わぬライフシフトに繋がるのではない
だろうか。

すでに現役で働く人の足元の職場では「働
き方改革」が始まり、「残業が当たり前」の
企業風土も変わってきた。働く女性も増え
てきているので、これまでのような男性中
心の企業組織や「仕事一辺倒な生き方」と
いう価値観から、「仕事と生活の両立」「余
暇時間も大切にする生き方」が求められて
いる。今後は、「定年制延長」「副業解禁」
も当たり前になると見られるが、今根源的
に求められているのは社員一人一人の自律
的な「生き方改革」なのだ。

しかし私が最近行っている企業や自治体
の管理職（イクボス養成）研修で 40 ～ 50
代の受講者に訊いてみると、「仕事以外に特
にやること・やりたいことがない」「職場の
同僚以外に親しい友人はいない」というミ
ドル層はどの事業所でもかなり多く、その
まま定年を迎えると「家にひきこもってし
まう高齢男性」が増えるのではと危惧する。
人口減少社会においては、自律的に人生を
楽しむ活力ある人を一人でも増やすことが
大事で、その戦略としての「ライフシフト」
という考え方・生き方を多くの方々に届け
たいと、最近はこのテーマでの講演活動も
行っている。

私は、ライフシフトを「自分の基軸に合
わせて、人生を選択すること」と定義する。

「自分の人生は、自分で決める」、これが基
本だ。ただ、ライフシフトは人それぞれで
ある。転職、起業、複業、留学、ボランティア、
移住、町おこし、NPO、コミュニティビジ
ネス、主夫、育休、再婚、里親…、SNS を
垣間見ればそこには十人十色の豊かなライ
フシフトがある。とまれ、会社の一員であっ
ても組織にぶら下がらず、飼い馴らされず、
主体的に仕事をすればライフシフトのチャ
ンスは来るのである。

では、私たちが「ライフシフトする」とは
具体的にはどういうことを意味するのか。ど
ういう考え方や行動をとることによって実現
するのか。最後にその構成要件を「ライフシ
フト 10 か条」としてまとめてみた。
①自分の人生の主人公は自分であると自覚していること
②その時々の自分のライフテーマを追求していること
③人生に起きる変化を楽しんで、ことを起こしていること
④どんなことからも学んでいること
⑤学んだことを捨てられる勇気を持っていること
⑥みんなと同じじゃなくても平気なこと
⑦ 3 つ以上のコミュニティに所属していること
⑧有意義に公私混同していること
⑨「見えない資産」を大切にしていること
⑩自身の人生時間を自分でマネジメントしていること

いかがでしょう。あなたはいくつお持ち
ですか？いきなりすべてが身に付くわけで
もありません。でも 100 年ライフを楽しみ
たいと考えるのなら、10 か条にあるように、
まずはちょっとだけ意識と「幸せの物差し」
を変えて、これまでの考え方や習慣を少し
見直してみる。好きなことを学び直して追
求してみる。行政主催の社会教育セミナー
に行ってみる。関心あるテーマの NPO に参
加してみる。そんなところから始めること
で見える世界が変わり、あなたも、あなた
の周囲にいる人にも笑顔が増えるかもしれ
ません。1 回きりのあなただけの人生。さ
あ、新しい生き方「ライフシフト」の意識
を持って人生 100 年時代を楽しんでみませ
んか！？
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１　残業時間に上限を定める動きも
日本の学校の長時間労働は非常に深刻

だ。残業が月 80 時間という過労死ライン
を超えている教師は、自宅仕事なども含め
て推計すると、小学校の６割近く、中学校
の７割強にも及ぶ。こんな業界は他にはな
い（注）。

千葉県内を含め、全国各地の学校で働き
方改革や業務改善が少しずつ進行中だ。国
の審議会（中教審）でも、この 1 月に答申
が出た。

併せて文部科学省は、公立学校の教師に
も時間外勤務の上限の目安を定めるガイド
ライン（指針）を策定した。原則、月45 時
間、年間 360 時間までという内容である。

（災害時やいじめ問題で切迫している場合
など、緊急性の高いときは例外）

こうした動きについて、学校の先生方は
どうお感じだろうか。
・私たちは児童生徒のために一生懸命やっ

てきたのであり、仕事がすごく非効率な
わけではない。

・月45 時間までなんて机上論で、現実離れ
している。
この例のように、「長時間労働でも仕方

がない」「いますぐには変えられない」と
いう思いが強い方も多いのではないだろう
か。

２　Why　働き方改革？
こうした現実の声を踏まえると、「なぜ

働き方改革が必要なのか」、言い換えれば
「なぜ長時間労働の日々のままではマズイ

のか」について、教職員等、関係者の理解
を深めることが重要だと思う。

ここでは３点に絞ってお話ししたい。
第１に、教師の健康への影響である。

2011 年の６月には、大阪府堺市立中学校の
教師が過労死で亡くなっている。26 歳の
若さ、２年目の生徒思いの大変熱心な先生
だった。2016 年にも富山県の公立中学校の
40 代の教師が過労死している。こうした例
は残念ながら、氷山の一角である。また、
公立学校での精神疾患による病気休職者数
は、ここ数年毎年 5,000 人前後で高止まり
したままだ。

長時間労働だけが原因ではないが、今の
働き方では、確実に健康によくない。

第２に、授業をはじめとした教育への影
響である。疲れた状態でいい授業ができる
だろうか。

しかも、今の学校に必要とされている教
育は、単に基礎的な知識や情報を教えると
いうことにとどまらない。インターネット
や AI（人工知能）をはじめとして科学技
術が進歩し、どんどん便利になる中で、AI
では代替しにくいような力、思考力や創造
性（クリエイティビティ）、問題解決力な
どが重要となっている。子供たちの前に立
つ教師たちが、深く思考する時間やクリエ
イティブに考える時間がなくて、どうして
子供たちのそうした力を育てることができ
るだろうか。

シリーズ　現代の教育事情①
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第３に、優れた人材を教師として採用し
たくても、できなくなるという影響である。
既に人材獲得競争は起きている。

中教審の答申でも次の一節がある。
‘ 子供のためであればどんな長時間勤務

も良しとする ’ という働き方は、教師とい
う職の崇高な使命感から生まれるものであ
るが、その中で教師が疲弊していくのであ
れば、それは ‘ 子供のため ’ にはならない。

３　働き方改革、何から進めるか
まずは、以上述べたような働き方改革の

理念を、教職員と教育行政関係者はもちろ
んのこと、保護者、地域等とも共有するこ
とが、一番大切だと思う。

後述するように、働き方改革の一部には
保護者等の反対を乗り越えて実行していく
ものも出てくる。これには非常に困難を伴
うが、今のままでは児童生徒のためになら
ないし、より良い教育にしていくために変
えるものも必要ということを共有していき
たい。

次に重要となるのは、学校の役割と教師
の仕事を大幅に見直し、減らしていくこと
だ。業務を減らさずに月 45 時間など枠を
はめるだけでは、ダメだ（ジタハラになる）。

具体的には、第１に、各学校と教育委員
会等において、多忙の内訳、要因を見た上
で対策を立てていく。

“ ワークログ ” とも呼ばれるが、何にど
のくらいの時間をかけているのか、一日で
もよいので測ってリストアップしてみてほ
しい。ちょっとした会議の見直し程度では
過労死ライン超えは解消しないことが分か
るだろう。

その上で、反省点や改善点を探っていく。
さて、長時間労働に影響の大きいものは

何か。中学校・高等学校では部活動である。
休養日の設定に加えて、大会、コンクール、
練習試合の縮小や部活動数の精選が重要課
題である。

また、小学校等では、運動会をはじめと
する行事や夏休み中のプール指導につい
て、保護者等からの期待も大きく、多大な
時間をかけている例もある。宿題やノート
のチェック、コメント書きにも相当な時間
がかかっている。これらが何もかも悪いと
いうわけではないが、過労死の危険を冒し
てまでするべきではない。

このような大きな見直しを図る上では、
保護者や地域からの理解、協力が不可欠と
なる。「去年よりも行事が簡素になって残
念だ」とか「自分が活躍した部活動が休部
になるのは悲しい」といった気持ちは分か
るが、時間も人手も限られている。教師が
授業により時間とエネルギーを使って、よ
り良い教育にしていくためにも、一部のも
のは優先順位を落とすことが必要だ。

第２に、学校の中でもっと分業、分担を
進めやすくすることである。学級担任は授
業以外にも非常に多岐にわたった業務を
担っており、いわば “ ワンオペ ” である。

国と地方自治体に求めたいのは、給食、
掃除、児童生徒の昼休みなどの見守りには、
ランチスタッフなどの教師とは別の人材を
入れていくことだ。教員免許が必要のない
仕事については、なるべく教師以外のス
タッフと分業できるようにしたい。

上記２点に共通するのは、「子供（児童
生徒）のため」や「教育効果があるから」
と言って、学校や担任等があらゆることを
引き受けることは見直すべき時に来てい
る、ということである。働き方改革の目的、
原点に常に立ち返りつつ、果敢な動きを進
めてほしい。

（注）拙著『「先生が忙しすぎる」をあきら
めない』（教育開発研究所）等を参照。
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平成 31 年１月 25 日、中央教育審議会に
おいて「新しい時代の教育に向けた持続可
能な学校指導・運営体制の構築のための学
校における働き方改革に関する総合的な方
策について（答申）」が取りまとめられた。

ここでは、その答申の内容と、それを踏
まえた文科省の取組等についてご紹介す
る。

１　中教審答申について
⑴学校における働き方改革の目的

これまで高い成果を上げてきた我が国の
学校教育を持続可能なものとするには、教
師の働き方の改革が必要である。

答申では、「‘ 子供のためであればどんな
長時間勤務も良しとする ’ という働き方は、
教師という職の崇高な使命感から生まれる
ものであるが、その中で教師が疲弊してい
くのであれば、それは ‘ 子供のため ’ には
ならない」とされ、教師の働き方を見直し、
教師が我が国の学校教育の蓄積と向かい
合って自らの授業を磨くとともに日々の生
活の質や教職人生を豊かにすることで、自
らの人間性や創造性を高め、子供たちに対
して効果的な教育活動を行うことができる
ようになることが、学校における働き方改
革の目的とされている。
⑵勤務時間管理の徹底と勤務時間・健康
管理を意識した働き方改革の促進
改正労働安全衛生法により勤務時間管理

が事業者の責務として明文化されたことに
加え、業務改善を進めていく基礎としても、
勤務時間の把握は不可欠である。答申では、
勤務時間管理の徹底とともに、文科省にお
いて「公立学校の教師の勤務時間の上限に
関するガイドライン」（以下、「上限ガイド
ライン」）の策定が提言された。策定され
た上限ガイドラインでは、「超勤４項目」

以外の時間外勤務も含めて「在校等時間」
として外形的に把握し、時間外勤務を１か
月 45 時間以内、1 年間 360 時間以内とする
こと等としている。なお、答申では、上限
ガイドラインの実効性を高めるため、根拠
を法令上規定するなどの工夫を図るべきと
されており、文科省として検討を進めてい
く。上限ガイドラインの根拠が法令上規定
された場合には、各地方公共団体において
も、所管の公立学校に関する方針等を規則
等で根拠づけることが考えられる。

また、教師が心身ともに健康に教育に携
われるよう、ストレスチェック等の労働安
全衛生体制整備や、教職員一人一人の意識
改革に向けた研修や人事評価等も提言され
ている。
⑶学校及び教師が担う業務の明確化・適
正化
答申では、これまで学校・教師が担って

きた代表的な業務の在り方に関する考え方
が文末の表の通り整理された。業務の明確
化・適正化のため、文科省は、社会と学校
との連携の起点・つなぎ役としての役割を
前面に立って果たすことが求められる。文
科省としては、何が教師としての職務であ
るかの明確なメッセージの発出や、勤務時
間管理の状況の把握と公表等の取組を着実
に進めていく。

また、各教育委員会には、各地域で発生
する業務について本来は誰が担うべきかの
仕分けや学校・家庭・地域の連携・協働体
制の構築等が、各学校には、校長が自らの
権限と責任で業務を大胆に削減すること
や、教職員一人一人が自らの業務を見直す
機会の設定等が求められている。

なお、答申の別紙３では、業務の明確化・
適正化による勤務時間の縮減の目安が示さ
れており、これを参考に、日々の勤務を着

シリーズ　現代の教育事情②
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実に見直すことが必要とされている。
⑷学校の組織運営体制の在り方

学校がこれまで以上に組織的に対応でき
るよう、主幹教諭や指導教諭等のミドル
リーダーがリーダーシップを発揮する組織
運営や、ミドルリーダーによる若手支援、
事務職員の活躍に加え、校内委員会・校務
分掌の整理統合や管理職のマネジメント能
力向上が提言されている。
⑸教師の勤務の在り方を踏まえた勤務時
間制度の改革
給特法を含む教師の勤務時間制度の検討

に当たっては、教師の専門職としての専門
性を踏まえる必要があり、答申では、給特
法の基本的枠組みを前提に、勤務時間管理
の徹底や学校や教師の業務の明確化・適正
化を行うべきとされている。なお、教職
調整額の水準については、必要に応じ、中
長期的な課題として検討すべきとされてい
る。

また、1 年単位の変形労働時間制につい
て、業務の明確化・適正化などの総合的な
方策により業務の縮減を行った上で、かつ
て行われていた長期休業期間の休日のまと
め取りのように、長期休業期間中の休日確
保の仕組みとして、地方自治体の判断で導
入できるよう措置すべきとされている。な
お、育児・介護中の教師等に対して適用し
ないことや、学期中の勤務の長時間化を防
ぐことの必要性も指摘されており、文科省
として検討を進めていく。
⑹学校における働き方改革の実現に向け
た環境整備
答申では、教職員定数をはじめ、様々な

専門スタッフ等、学校指導・運営体制の充
実の必要性が提言されている。文科省とし

ても、来年度予算案を足掛かりに、引き続
き取り組んでいく。

また、引き続き検討すべき事項として、
教育課程の見直しや免許制度の在り方など
が挙げられている。
⑺学校における働き方改革の確実な実施
とフォローアップ等
取組の進展状況を市区町村別に公表する

ことや、３年後を目途に教員勤務実態調査
を行うことが挙げられている。答申の最後
には、保護者・ＰＴＡや地域の方々へのメッ
セージが掲載されており、是非ご覧いただ
きたい。

２　文科省の今後の取組について
学校における働き方改革はここからがス

タートであり、文科省は、各教育委員会や
学校に取組を呼びかけるだけでなく、学校
と社会の連携の起点・つなぎ役として前面
に立って、地域や保護者、関係機関など社
会全体の理解を得ていく役割を果たしてい
く。

このため、省内に大臣を本部長とする「学
校における働き方改革推進本部」を設置し、
その初回では、社会全体に向けた「大臣メッ
セージ」を発出し、文科省の取組をまとめ
た工程表を作成した。今後も、働き方改革
に関する動画メッセージの公表や、一層の
条件整備、各種制度の在り方の検討など、
省を挙げて取り組んでいく。

※答申や文部科学省の取組に
ついてはこちらの文部科学省
Ｗ ｅ ｂ サ イ ト を ご 覧 く だ さ
い。（http://www.mext.go.jp/
a_menu/shotou/hatarakikata/
index.htm）

シリーズ　現代の教育事情②

千葉教育　平成30年度　桜　7



１　今年度の取組
県教育委員会では、平成30年の３月に「教

育職員の総労働時間の短縮に関する指針」
を一部改定したところだが、今年度、全庁
的な体制で学校における働き方改革に取り
組むため、教育次長を本部長とする「働き
方改革推進本部」を新たに庁内に設置する
とともに、個別具体的な懸案を検討するた
め、「学校部会」、「部活動部会」、「教育委
員会事務局部会」の３つの部会を設置した。
また、同年５月に「働き方改革推進拡大会
議」を開催し、その委員である市町村教育
委員会教育長、小・中・高・特別支援学校
の校長及びＰＴＡそれぞれの代表などから
も、意見を聴取した上で、同年６月に「安
全で充実した運動部活動のためのガイドラ
イン」を改訂するとともに、同年９月に本
県の指針の「行動計画」となる「学校にお
ける働き方改革推進プラン」を策定した。

現在、教育委員会及び学校は、本プラン
に基づき、地域や学校の実態に応じて、学
校の業務改善及び教職員の意識改革を進め
ているところである。

２　本県の実態
⑴「教員等の出退勤時刻実態調査」

平成 30 年６月と同年 11 月に、全ての県
立学校及び市町村教育委員会を対象に調査
を実施した。その結果、同年 11 月の結果は、
いわゆる「過労死ライン」といわれる月当
たりの正規の勤務時間を 80 時間（週当た

りの在校時間がおおよそ 60 時間）超えて
いる教諭等の割合が、同年６月の結果と比
較して、全体的に低くなっているが、いわ
ゆる「過労死ライン」を超えている教職員
は、いまだ多く存在している。

なお、同年６月及び同年 11 月の結果は、
平成 29 年 11 月に実施した調査の結果と比
較すると、調査の対象や時期、期間等が異
なることから、直接比較することはできな
いが、いわゆる「過労死ライン」を超える
教諭等の割合が、各学校種とも低くなって
いる。
　　　　　　＜勤務実態調査の結果＞　　　（％）

小学校 中学校 義務教育
学校 高等学校 特別支援

学校

H30.11 11.5 30.5 36.9 25.9 1.4

H30. 6 13.2 36.4 35.4 30.2 1.4

H29.11 35.0 65.9 ― 36.1 8.7

※Ｈ30 は「教諭等の月当たりの正規の勤務時間
を 80 時間超える者の割合」

※Ｈ29 は「教諭等の週当たりの在校時間が 60 時
間を超える者の割合」

（月当たりの正規の勤務時間を80時間超える≒週当
たりの在校時間が 60 時間を超える）

⑵「教職員の意識調査」
平成 30 年７月と同年 12 月に、抽出した

県内公立学校 70 校を対象に実施した調査
の結果、子供と向き合う時間を確保できて
いる教職員の割合は、７月が 53％、12 月
が 54％であり、勤務時間を意識して勤務す
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ることができている教職員の割合は、7 月
が 63％、12 月が 64％であり、あまり変化
が見られなかった。

３　学校における働き方改革推進プラン
⑴学校における働き方改革の目的

学校における働き方改革の目的は、「教
職員が心身ともに健康を保つことができる
環境を整え、子供たちの成長に真に必要な、
効果的な教育活動を持続的に行うことがで
きるようにする。」ことである。

学校における働き方改革の実現により、
教職員一人一人が、誇りをもって働くこと
ができるようになることが、ひいては、子
供たちの教育にも、良い影響として還元さ
れる。

そこで、「学校における働き方改革」を
進めるに当たっては、これまで学校が果た
してきた役割も十分踏まえつつ、教職員が、
心身の健康を損なうことのないよう業務の
質的転換及び量的削減・精選を図り、授業
やその準備に集中できる時間、自らの専門
性を高めるための研修の時間を確保できる
勤務環境を整備することが必要である。
⑵本県の目標
①「教育職員の総労働時間の短縮」の目指

すところ
現在、本県の実態として、いわゆる「過

労死ライン」を超えている教職員が多く存
在している。そこで、労働基準法の規定を
踏まえつつ、「当面の目標として、週当た
りの在校時間が 60 時間を超える教職員を

『０』にする。」ことを目指していく。
②教職員の意識改革の目指すところ

教職員の意識改革は、教職員一人一人が、
勤務時間を意識し、計画的・効率的に業務
を行おうとする意識をもつことが大切であ
る。とりわけ、多くの教職員が、「子供た
ちのため」であれば、長時間勤務をやむな
しとする現状から脱却し、教職員が心身と
もに健康で充実した生活を送ることで、教

育活動に全力で打ち込めることが「子供た
ちのため」になるという認識を定着させる
ことが必要である。

そこで、まずは、教育委員会や学校の
様々な取組を通して、「限られた時間の
中で、子供と向き合うことができており、
充実して教育活動に取り組めていると感
じている教職員を増やす。」ことを目指し
ていく。さらに、教職員が、日々の生活
の質や教職人生を豊かにすることで、自
らの人間性を高め、子供たちに対して効
果的な教育活動を行うことができるよう
にしていく。
⑶取組の方針

教職員の業務改善を図るには、業務内容
を見直すとともに、学校が担うべき業務、
教職員が担うべき業務を、学校や地域の実
情に応じて、役割分担を検討していく必要
がある。また、教職員の意識改革を図るに
は、子供たちに対しての効果的な教育活動
に向けて、教職員一人一人が自らの働き方
を見直すとともに、学校における働き方改
革の取組が、家庭や地域等から理解・支援
されることが必要である。

学校における働き方改革を推進していく
ためには、教育委員会をはじめ、学校、家庭、
地域等を含めた、教育に係る全ての関係者
がそれぞれの課題に基づいて、改革に向け
た取組を実行していかなければならない。

そこで、県教育委員会としては、次の
①～⑥の取組の方針の下、具体的な方策を
講じる。
①業務改善の推進
②部活動の負担軽減
③勤務時間に関する意識改革と時間外勤務

の抑制
④学校を支援する人材の確保
⑤学校・家庭・地域及び関係機関等との連

携の推進
⑥方針及び行動計画等の徹底及びフォロー

アップ

シリーズ　現代の教育事情③
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⑷取組の検証・改善
教職員の勤務実態調査や意識調査等によ

り、「プラン」の進捗状況を把握するととも
に、「働き方改革推進本部」を中心に、取組
の成果と課題を検証していく。

４　教育委員会及び学校の取組
⑴県教育委員会の主な取組
①業務改善の推進
ア平成30年３月に「指針」を改定するとと

もに、同年９月に本県の指針の「行動計
画」となる「プラン」を策定した。

イ e ラーニングによる研修やオンラインに
よる研修履歴システム (A

ア ス ト ラ

sttra) を活用
して、研修の効率化を図っていく。

②部活動の負担軽減
ア平成30年６月に「運動部活動ガイドライ

ン」を改訂し、運動部活動の適切な活動
時間及び休養日等を設定した。

イ「文化部活動ガイドライン」を平成 31
年３月に策定する予定である。

③勤務時間に関する意識改革と時間外勤務
の抑制

ア教職員の出退勤時刻を配付パソコンの活
用により、勤務時間を客観的に把握し、
集計するシステムを構築した。

イ県立学校を対象に、８月 13 日から 15 日
を学校閉庁日とした。

④学校を支援する人材の確保
ア支援が必要な児童生徒・家庭への対応に

関し、高度に専門的な知識・経験を有す
るスクールカウンセラーやスクールソー
シャルワーカーの学校への配置を促進し
ている。

イ教職員が行う事務作業を補助するスクー
ル・サポート・スタッフや、教職員に代
わり部活動の指導等を行う部活動指導員
等の学校への配置を促進している。

⑤学校・家庭・地域及び関係機関等との連
携の推進

ア働き方改革推進拡大会議において、市町

村教育委員会教育長やＰＴＡそれぞれの
代表の方から意見聴取を行った。

イ県教育委員会と市町村教育委員会は、学
校の業務改善及び教職員の意識改革の取
組について、会議、研修会及び研究協議
会等を通して、連携を図っている。

⑥方針及び行動計画等の徹底及びフォロー
アップ

ア教職員の勤務実態調査及び意識調査を年
２回ずつ実施し、達成状況を把握し、指
針及び行動計画（プラン）の見直しを図
る。

イ県教育委員会のＷｅｂサイトに、「学校に
おける働き方改革」のコーナーを設け、
県教育委員会の取組、市町村教育委員会
及び学校の取組例等を紹介している。

＜県教育委員会の「学校における働き方
改革」のＷｅｂサイト＞

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/
syokuin/kanri/hatarakikatakaikaku.html

⑵市町村教育委員会の取組例
①業務改善の推進
ア校務支援システムを導入し、事務作業の

負担軽減、教材・指導案等の共有化、会
議等のペーパーレス化、打合せの廃止・
縮減を図っている。

イ市町村教育委員会が、給食費等の学校徴
収金を徴収している。

②部活動の負担軽減
ア市町村教育委員会の「部活動ガイドライ

ン」を策定し、活動時間及び休養日の徹
底を図っている。

イ市町村教育委員会主催の大会等の縮減を
図っている。

③勤務時間に関する意識改革と時間外勤務
の抑制

ア教職員における勤務時間外における保護
者や外部からの問合せについて、留守番
電話等で対応している。

シリーズ　現代の教育事情③
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イ夏季休業中に、管下学校の学校閉庁日を
お盆の週の５日間設定した。

④学校を支援する人材の確保
ア外国人英語指導助手、理科教育支援員、

学校支援補助教員、特別支援教育支援員
等、授業の補助を行う職員を配置してい
る。

イ学校教育相談員や心の教育相談員等、児
童生徒及び保護者の心をサポートする職
員を配置している。

⑤学校・家庭・地域及び関係機関等との連
携の推進

ア学校における働き方改革の目的や学校の
取組について、市町村教育委員会から保
護者宛てに通知を出した。

イ児童生徒の登下校の見守りをボランティ
アの方に依頼するなど、地域と連携を
図っている。

⑥方針及び行動計画等の徹底及びフォロー
アップ

ア管理職等を対象とした業務改善研修会や
市町村教育委員会の管理主事等が学校へ
出向いた校内業務改善研修会等を実施し
た。

イ学校における働き方改革に関する内容を
市町村教育委員会が発行している広報紙
やリーフレットに掲載し、周知を図って
いる。
⑶学校の取組例
①業務改善の推進
ア校長が、年度当初に、学校経営方針に業

務改善を位置付け、方針に沿って業務改
善を行ったり、校内に業務改善委員会を
設置し、業務削減に向けて検討したりし
ている。

イ業務の補助を依頼する「ヘルプカード」
を活用したり、退勤時刻に学年等で集ま
り、 業務の進捗状況に応じて補助したり
するなど、組織的な対応を行っている。

ウ会議において、資料の事前配付や校内ネッ
トワークを活用したペーパーレス化、会

議の開始・終了時刻や提案時間の設定等
により、会議の効率化を図っている。

エ校内ネットワーク、ホワイトボード、ノー
ト等を活用して、打合せを縮減したり、
廃止している。

オ教材費や校外学習費等の学校徴収金を、
銀行等への振込みにしている。

②部活動の負担軽減
ア活動時間及び休養日の徹底を図っている。
イ学校区等で、部活動検討委員会を設置し、

部活動の運営について協議している。
③勤務時間に関する意識改革と時間外勤務

の抑制
出勤したら、その日の退勤予定時刻をホ

ワイトボードに記入したり、退勤時刻になっ
たら、校内放送を入れたりして、勤務時間
を意識させている。
④学校を支援する人材の確保

保護者や地域の方を、学習ボランティア
等に活用している。
⑤学校・家庭・地域及び関係機関等との連

携の推進
学校経営説明会や教育ミニ集会等におい

て、学校の業務改善に向けた取組を説明し、
理解・協力を求めている。
⑥方針及び行動計画等の徹底及びフォロー

アップ
ア学校評議員会議等で、学校の業務改善に

ついて評価していただいている。
イ人事評価の「目標申告シート」に業務改善

の項目を設定している。

各市町村教育委員会及び各学校は、「４　
教育委員会及び学校の取組」等を参考に、
地域や学校の実態に応じて、積極的に業務
改善及び意識改革を行い、学校における働
き方改革を着実に進めていただきたい。

シリーズ　現代の教育事情③
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平成 25 年の千葉教育№ 617 の「提言」
に思想家・武道家の内田樹先生の言葉が掲
載されていた。そこには「教育史を振り返っ
たときに、政治と市場とマスメディアが教
育に関与したことで、教育現場が『よいも
のになった』という例のあることを私は知
らない。」とあった。その文章を読んだとき、
泥くさく愚直にしかやってこられなかった
自分が救われた思いがした。胸がスカッと
した。私にとって恩のある「千葉教育」に
今回こうした場をいただけたことに感謝し
たい。

１　この学校だからこそできることをす
る・この学校だからやらなければな
らないことをする

成田市立新山小学校は、創立 42 年を迎
えた児童数約200名の比較的小さな学校で
ある。一昨年度末校舎の全面改修工事が終
了し、校内環境的には明るい雰囲気の中で
の教育活動が実現できている。子供たちは
日々、それぞれの個性を発揮しながら、私
からすると “ けなげに ” 学校生活を送って
いる。

小学校の場合、学校生活の大半を学級担
任と過ごすことになる。子供にとっては
たった一人の担任である。教員からすると
約 30 名の子供たちから「担任の先生」と
されているわけである。子供にとっても、
教職員にとっても少し心が楽になるような
ことができないか。教員にとっては、学級
の子供たちそれぞれのことを担任以外の大
人が理解してくれているという感覚を持つ
だけでも、少し気が休まるところがある（私

の経験上）。
そこで、「この学校だからこそできるこ

と」を実践してきた。一言で言えば、個々
の子供たちとの「チャンネルづくり」であ
る。昨年度は全児童と、本年度は１年生の
子供たちと個別に面談を行った。私として
は次年度の教育課程の改善に生かすために
子供の声を拾っていこうという思惑もあっ
た。

しかし、このことは私自身に気づきもも
たらした。「この学校だからこそ…」と始
めたことが、実は「この学校だからやらね
ばならないこと」であったということであ
る。一人一人と向き合うと様々なことが言
葉の端々から伝わってくる。あるいはその
表情から。

子供たちとの面接が進み、ある程度の関
係性が築けると、校長室に子供たちが話に
やってくるようになった。自慢ではないが、
発展途上ではあるが、子供に心を配り、時
に砕き、配慮と工夫を尽くしている教職員
集団である。それでも子供によっては、学
校や家庭で緊張し、ストレスを抱えながら
学校生活を送っていることが理解できた。
そこで、面接をきっかけに、校長室という
空間を子供にとっても教員にとっても「ワ
ンクッション」おける場所として機能させ
ていくべきだと考えた。希望と満足を感じ
ていくためにも。

今ではけんかをして、感情が高ぶってし
まった友達を校長室でクールダウンさせよ
うとする子供も出現してきた。校長がやる
べきかという議論もあろうが、私はこの学
校では必要だと考えている。

私 の 教 師 道

半
は ん だ

田　　康
やすし

成田市立新山小学校長

「希望の登校、満足の下校」
　　　　　　の実現を目指して

創る
学校を
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２　授業の質の向上が規律を生み出す
「学習規律」、「授業規律」という言葉を

耳にする。しかし、子供に、終始「規律」
を求めるのであれば、教員は、興味の湧く、
しかもためになると感じるような授業を提
供すべきだろう。私は、このような考えを
教員に打ち出している。「実現させよ」と
いうのではない。最初はきちんとしていた
のに、途中から規律が乱れてくるという子
供の姿を、プロならば謙虚に受け止めてほ
しいということだ。大切な話を聞いてほし
いと思うならば、聞いてもらえるように演
出したり、資料を用意したりすべきだ。「聞
こう」「聞きたい」と思わせる努力は惜し
むべきではない。子供がそう思えば、自ず
と集中し前のめりになる。こうした姿を志
向してほしいと伝えている。

３　子供の学びを読み解く力を
前項で「規律の乱れを謙虚に受け止めて

ほしい」と述べた。さらに言えば、規律の
乱れを大切にしてほしい。不謹慎な響きだ
が、なぜ子供の集中が途切れたのか、なぜ
立ち歩き出したのか、なぜ落ち着きなく
きょろきょろ周りを気にしだしたのか。こ
こには、ひょっとすると否定されるよりも
むしろ賞賛されるような、子供の内面があ
るかもしれない。こうした子供の姿から学
ぼうとする教職員を目指すために、校内研
修では参観者が抽出児童を追い、子供の変
容が起こった瞬間に何があったのかを読み
解き共有し合うようにしている。自分の思
惑どおりにしようとばかりする授業者には
限界がある。子供の姿から瞬時瞬時に学ん
でいける授業者を育てたいと私は思う。包
容力のある児童理解も増す。

４　教員の向上心に応える
私がここのところ強く感じているのは、

若手教員の向上心である。教員としての力
を高めたいという気持ちが伝わってくる。
そこで、自分たちが考えた授業と、その道
の先達と呼ばれるような先生の授業を比べ

させるという研修会をもった。道徳の校内
研修である。平成30年度千葉教育の№ 653
シリーズ現代の教育事情の中で上越教育大
の小宮健先生が述べるように、道徳では体
験的な学習が、道徳的価値の理解に効果を
もたらすと考える。そこで、役割演技を取
り入れた道徳の「本物」の授業を「先達」
に実践してもらった。かたや本校の教員が
考えた「道徳科」の授業を行った。「特別
の教科道徳」を暗中模索していた教員に
とって、この授業研修は大いに刺激になっ
た。

若手教員は、 モデルを求めている。しか
し、モデルの提示は、自らとの比較におい
てこそ、切実感につながり、功を奏するも
のだ。この研修が今後彼らの授業にどう働
いていくかは、楽しみなところである。

５　中学校区校長会議の存在の大きさ
初めての地、成田で勤務するにあたっ

て、安心感を与えてくれている存在の一つ
は、定例で行われる中学校区の校長会議で
ある。小中連携の一環だが、各校の行事予
定や様子等の情報交換がなされる。やり取
りの中で刺激を受けたり勉強になったりす
ることがたびたびある。学校を創っていく
ための「参考意見」に満ちている貴重な時
間である。学校規模や学区の様子は異なっ
ても学校経営にかける熱意と知恵は、未熟
な私を校長として育ててくれていることを
最後に記しておきたい。

若手教員の授業風景

私 の 教 師 道
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１　はじめに
これまで高等学校及び県行政で勤務して

きた私は、昨年度から教頭として初めて中
学校で勤務することとなった。

不安と戸惑いのスタートとなった私が最
初に目にしたのは、学級、授業や分掌等の
準備に、熱心にかつ丁寧に取り組む職員の
姿であった。戸惑っている時間などなく、
大いに勇気づけられたことは、今でもはっ
きりと覚えている。

本校は、戦後間もない昭和 22 年５月に
開校し、昭和 25 年 11 月には中山町の現在
地に新校舎が落成した。その後、幾多の変
遷を経て、昨年度（平成 29 年度）創立 70
周年を迎えた歴史ある学校である。生徒は
落ち着いた態度で授業に臨んでおり、学校
行事においても意欲的に取り組んでいる。

２　保護者や地域との連携
⑴ＰＴＡとの連携
①ＰＴＡ本部役員は、月１回のＰＴＡ運営

委員会の運営をはじめ、４月の入学式、
３月の卒業式や周年行事などの各種式典
の運営補助、また、年に数回実施してい
る草取り、窓拭き、プール清掃など、Ｐ
ＴＡ本部役員が、保護者や地域の方々に
ボランティアを募るなど、企画・立案・
運営を精力的に行っている。また、年末
には制服リサイクル会を実施している。

②安全委員会では、体育祭や授業参観など
の各種学校行事において、駐輪場整理や
校内パトロールなど行っている。また、

毎朝、保護者数名が来校し、正門付近で
行っている「あいさつ運動」を企画し運
営している。

③講座サポート委員会では、年１回開催し
ている「体験講座」の企画・立案・運営
を行っている。学校の中に地域の教育力
を活用し、保護者や地域の方々とのふれ
あいの場とすることを主な目的とし、本
年度は、将棋、絵手紙、スポーツ吹き矢
やヒップホップダンスなど 19 講座を開
講し、100 名を超える地域の方々にお越
しいただいた。

④文化厚生委員会では、年６回程度の保護
者向けの「家庭教育学級」の企画・立案・
運営を行っている。今年度は、「チーズ
を美味しく楽しむ会」や「フラワーアレ
ンジメント講習会」などを開催した。保
護者の交流の場ともなっている。

⑤広報委員会では、年２回発行している広
報紙『ひかり』の企画・立案・作成し、
地域の方々への配付も行っている。
⑵学校運営協議会

平成 29 年度より、四中ブロック３校で
は、保護者や地域の方々との連携をこれま
で以上に広げていくため、学校運営協議会
を立ち上げた。この協議会は、学校運営方
針に対して地域の方々からご意見をいただ
いたり、児童生徒が直面する様々な課題に
ついて広く意見交換を行ったりする場でも
あり、地域とともにある学校づくりが一層
推進されることが期待されている。

また、平成 30 年度に入り、市川市では、

私 の 教 師 道

島
しまはら

原　一
ひ と き

紀市川市立第四中学校教頭

「自分が好き、友達が好き、四中が好き」
と言える生徒の育成を目指して

支える
学校を

14　千葉教育　平成30年度　桜



今まで築き上げてきた学校地域連携の取組
を基盤に、より強固で持続可能な仕組みづ
くりを推進する目的で、各中学校ブロック
に一つ地域学校協働本部が設置された。そ
の本部の地域学校協働活動推進委員も兼
ねている学校運営協議会委員の一人が中心
的な役割を果たし、第四中学校ブロックの
学校と地域の情報をまとめ、地域全体で子
供に関心をもち、暮らしやすい地域にな
るようにという願いを込めて、「コミュニ
ティー・カレンダー」を作成した。

さらに、職場体験の受け入れ先の依頼、
連絡調整も地域学校協働活動推進委員が
行った。学校の働き方改革が叫ばれる中で
はあるが、「教員ではなく、地域学校協働
活動推進委員が行ったことは画期的であ
る。今回得たノウハウを蓄積し、来年度以
降にも役立てていただきたい。」また、「地
域の人々にとっても、中学生と交流するこ
ととなり『元気をもらえた』」との意見及
び報告があった。
⑶第四中学校ブロック小学校・中学校連携

市川市が目指す『人をつなぐ未来につな
ぐ市川の教育』を具現化するため、平成 26
年度に「（義務教育）９年間で子供を育て
るとの基本理念のもと、「第四中学校ブロッ
ク小学校・中学校連携活動の基本方針」が
策定され、学力及び体力の向上の取組をは
じめ、理科教育の推進やあいさつ運動、イ
エローリボン運動（いじめ防止）など様々
な取組を学区小学校と連携している。

本年度は、九つの専門部会（学力向上、
人権意識向上、特別支援教育、図書館教
育、理科研修センター連携、安全、健康教
育、英語、道徳）を設置し、今年度初めて、
四中ブロック３校の職員が一堂に会し、そ
れぞれの現状や課題を情報共有できたこと
は、成果である。
⑷学校支援実践講座

この学校支援実践講座とは、学校におけ
る「いじめ問題」について興味・関心があ

る市民等を対象に人権講座を開き、講座の
受講者が学校に対する「地域支援者」となっ
て、小・中学校との交流会に参加し、「い
じめ問題」について、子供たちと意見交換
を行っているものである。

本校では、平成 29 年度より、地域支援
者をお招きしている。本年度は、「ケータ
イ電話の使い方から人間関係について考え
よう」をテーマに、１年生を対象に交流会
を開催した。生徒たちからは、「学校では
あまり話さないことを話したりして嬉し
かったです。」「今日は話をリードしてくれ
て、『○○さんはどう？』などと聞いてく
れて、とても話しやすかったです。本当に
ありがとうございました。」などの感想が
あった。

３　おわりに
本校の学校教育目標は、『知・徳・体の

調和のとれた人間性豊かな生徒の育成』で
あり、目指す生徒像は、題名にもあるとお
り、『自分が好き、友達が好き、四中が好き』
である。

その目指す生徒像を実現するために、「生
徒理解に努め、個々の生徒を大切にする教
師」、「絶えず研究と修養に努め、協働出来
る教師」、「保護者や地域への説明責任を果
たし、信頼される教師」この三つを目指す
教員像として掲げている。

また、アクティブ・ラーニングの視点か
らの授業改善、特別支援教育、道徳教育、
ミドルリーダーの育成等、教員の資質向上
については、喫緊の課題であるが、社会に
開かれた教育課程の実現を目指し、保護者
や地域との連携をより深めていくととも
に、生徒一人一人に寄り添った温かみのあ
る教育活動を、校長先生ご指導の下、教職
員一丸となって展開し、職務を全うしたい。

私 の 教 師 道
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１　はじめに
本校は、旧飯高小学校の校舎を活用して、

平成 27 年４月に開校した。匝瑳市の北部
に位置し、小、中学部、高等部を設置して
いる特別支援学校である。児童生徒数は 48
名で、県内でも一番小さな規模の学校であ
る。

また、本校は「コミュニティ・スクール」
（学校運営協議会制度）を平成 31 年度より
導入、実施するために準備を進めている。

２　特別支援学校の進路指導主事の役割
今年度より、進路指導主事として勤務し

ている。特別支援学校の進路指導は一般の
中学校や高等学校とは少し違いがある。

特別支援学校の高等部卒業後の進路は、
大きく分けて「就職」「福祉施設」「進学」
の三つがあり、それぞれの進路について、
担任や保護者を関係機関とつなぐ役割が重
要である。関係機関とは、市町村の福祉課
や障害者就業・生活支援センター、中核地
域生活支援センター等である。

課題としては、本人はもちろん保護者に
も進路選択に主体的に関わってもらうこ
と、小・中学部の児童生徒と保護者にも高
等部卒業後の進路についてイメージをもっ
てもらうことが挙げられる。

３　進路指導主事としての取組
進路指導は、進路指導主事だけが行うも

のではない。学級担任が本人や保護者の
ニーズに合わせて行うものであり、ニーズ
をくみ取るためには、卒業後の進路の具体
的なイメージをもってもらう必要がある。

本人や保護者が「自分の進路は自分で決め
る」という意識をもつことも重要であり、
そのために、障害者雇用制度や福祉サービ
ス利用に関わる制度や法律などの情報提
供、進路面談の設定や見学依頼、分かりや
すい「しんろだより」の作成を心がけてい
る。加えて、外部講師を招いた学習会を企
画し、第三者の意見を聞くことで、様々な
角度からの視点を取り入れられるようにし
ている。

また、学級担任に進路についての指導を
依頼することも多いため、負担軽減のため
に試行錯誤している。効率化に偏らず、事
前の連絡や相談、丁寧な情報共有などの基
本的なことの積み重ねを大切にしたい。

４　ミドルリーダーとしての自覚と責任
ミドルリーダーとして、自分の役割を自

覚し、取り組んでいく必要があると感じて
いる。管理職と若手教員のパイプ役として、
管理職の考えや方針を理解した上で、若手
教員のアイデアを実現できるように、打ち
合わせの際には「前向きな」「実現可能な」

「具体的な」意見を心がけている。また、
日頃から職場内でのコミュニケーションを
積極的に取り、雑談の中でも相談しやすく、
自然と子供たちの話題が出るような、ゆと
りのある職場環境をつくりたい。

学校が動いていくには、「チーム飯高」
として結束する必要がある。学部間や世代
間、分掌間などでの結びつきが必要となる。
その結び目として、広い視野をもち、若手
教員の目標となるような姿を見せられるよ
うに、学ぶ姿勢を忘れずにいきたい。

私 の 教 師 道
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私 の 教 師 道

昨年度より幼稚園教諭となり、２年目の４歳児の担任をしている。初任者であった昨年度
の初めは緊張や不安で一杯であったが、周りの先生方に支えていただきながら、担任として
幼児たちと共に歩むことができた。

初任者研修では保育の中における「幼児理解」の大切さを学んだ。初任の私には幼児を理
解するというのがとても難しく感じたが、幼稚園での研究で「自信を持って行動できるよう
になるための援助のあり方」を研究したことで初任者研修での学びが深まった。幼児たちが
自信を持って行動できるように「『できた！』を増やそう！」という目標ができた。できた
嬉しさが自信につながるようにという思いからである。そのための援助として幼児の気持ち
に共感し、できた事を一緒に喜びながらたくさんの「できた！」の経験を積み重ねていくこ
とを行ってきた。そして、この援助の中で幼児に共感することや気持ちに寄り添っていくこ
とが「幼児理解」につながっているのだと感じた。

２年目の今も「幼児理解」の難しさを感じている。しかし、幼児の「できた！」の言葉を
聞くと、その子に寄り添った保育ができたのだと嬉しさを感じる。幼稚園教諭として学ぶこ
とはまだ沢山あるが、これからも幼児の気持ちに寄り添いながら、共に成長していけるよう
に頑張っていきたい。

「学級活動を極めることは全教科を極める」これが初任者研修で感銘を受けた言葉だ。そ
こで改善したことを２つ紹介したい。
１つ目が「学級会」の取り組み方である。児童の自主的な活動や自治を重視し、学級会で
課題解決について取り組むことにした。話し合える場を作ることで、自分たちの学級は自分
たちで良くしようとする考えが育ち、学級の課題を公明正大に言い合える環境となった。
２つ目は「係活動の充実」である。当番活動と係活動は大きく異なると言うことを教わった。
当番は責任感を育むものであり、係は学級での生活を豊かにするとともに、自主性を育むも
のということだった。今までは係を仕事のように扱い、学級の役割分担になっていた。今で
は、自分の得意分野を生かし創意工夫のある係活動になっている。例えば、体育係であれば、
学習で取り組んでいる運動が上達するように調べて学級に掲示したり、音楽係であれば、学
級歌の作詞作曲や歌の上達のアドバイスをしたりしている。
以上のように、学級会によって、課題を解決していくことで生活しやすい環境となり、係
活動によって自らの良さに気づき、それを生かすことで一人一人が輝けるクラスを目指して
いる。そのためにこれからも学級活動の充実を図っていきたい。
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一人一人が輝く学級活動
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１　はじめに
自分たちの住んでいる地域は、自然に

恵まれ、どこを切り取っても絵になる風景
であり、かつてこの土地を描こうと多くの
巨匠が訪れた土地でもある。しかし、消費
社会の中で、様々なところから情報を得る
ことができる現代社会に生きる子供たちに
とっては、なかなかこのすばらしい「素材」
に気づくことが難しい。

豊富にものがあふれる社会の中で、「よさ」
「美しさ」に気づき、自己選択していく過程
は美術教育の根幹とも言える。そこで得た
力は「生きる力」として、今後の生活を豊
かにしていく感性を育むことにつながる。

２　実践授業の概要
本実践は、生活の中で、手にする、目に

する物は多くの工程と試行錯誤の上に成
り立っているという認識を、自ら “ デザイ
ナー ” となって、「地域」を題材にした作
品を制作し、どう発信したら周囲に地域の
良さを伝えることができるか、という体験
を目的とした題材開発である。生徒の思考
の流れを図式化すると以下の図のようにな
る。地域を客観的対象としてとらえ、多様
な制作を促せるような手立てを講じること
がポイントとなる。

授業の流れは以下の表にある指導計画と
内容の通りである。発想段階では、身近な
風景から「こんな生き物がいたらどうだろ
う」「ここにはこんな生き物が住み着いてい
る」…等、様々な想像を膨らませる。さらに、
想像の生物の体の特徴や習性、名前など具
体的に考えさせることで、想像をさらに具
体化させ、生き物としての体のふくらみや、
生き生きとした生命感を持たせる。制作で
は、樹脂粘土を使用する。樹脂粘土は薄く
伸ばして使用することが可能で、折り紙の
ような表現や、透明感を出すこともできる。
制作した作品をイメージが表現しやすい位
置から写真に収め、もとの「身近な風景」
に合成させ、新たな一場面を表現する。独
自の発想、構想で制作することの大切さや
楽しさを味わわせたいと考える。

指導計画と内容
時間 学　習　内　容

1 参考作品鑑賞
2 ～ 3 発想　ワークシート
4 ～ 6 制作　樹脂粘土の使い方
7 鑑賞カード制作、写真撮影
8 作品写真と背景の合成

9 プレゼンテーションソフトによるアニ
メーション制作

10 アニメーション鑑賞会

⑴発想を促す手立て（２時間目）
①発想ワークシート

空想の生物を具現化していくために、柔
軟な発想を促す手立てが必要である。その

実際の生活視点 写真の視点
・  意外性
・  懐かしさ
・  色、形、光

・  写真との合成
・  アニメーション化

地域

新 鮮 な 視 点

多様な制作

構想図

私 の 教 師 道
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地域の魅力再発見
～自分の住む地域を「素材」として扱う表現活動～
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ため、従来のワークシートを、遊び心を持
たせた「発見報告書」とし、名前や、特徴、
好きな食べ物や習性といった空想の世界の
設定を心がけた。また、思考の軌跡を残す、
マッピング手法を取り入れ、発想の幅を広
げていった。
②制作の柱「キーワード」

自分の作りたい作品を端的に表した言葉
「キーワード」を設定し、背景と作品の大き
さのバランス、表情、向きなどにも着目さ
せた作品作りを心掛けさせる。ここでいう

「キーワード」とは自分のイメージを表現す
る日本語特有の表現方法オノマトペであり、
作品の特徴をイメージしやすい。例えば、
羽の表現を「バサバサ」とするのか、「パタ
パタ」にするのかによって大きさや形、色
などの表現が変わってくることに気付かせ、
そのキーワードを柱にして、自分の作品作
りの方向性を一貫させるねらいがある。
⑵表現の可能性（８時間目）

タブレット端末を使用して、制作した作
品と、風景写真を合成することで、新たな
一場面を作成することが可能となる。普段
の見慣れた景色の中に、我が作品を取り入
れることで、作品に躍動感や生命感が生ま
れ、新たな風景に生まれ変わる。カメラ機
能は確かめながら操作することができ、や
り直しもきく。また、大きさを変えたり、
数を増やしたりと様々な操作を加えること
で、作品がキャラクター化し、物語性が高
まっていく。

このようにタブレット端末を活用するこ
とで、様々な可能性を期待することができ、
作品を通して、地域の良さをどう発信し
ていったら良いか考えることにつながって
いった。
○制作の過程
①作品の表情や光の具合を意識して写真に

収める。
②風景写真を選択し、自分の作品と合成し

て画面を作成する。

③プレゼンテーションソフトを使用し、作
品をアニメーション化させ、作品に躍動
感をもたせる。

④プロジェクタで大きく投影し、制作者本
人がスライドショーを進行する。

３　おわりに
「遊び心」を制作の中心に据えたことは、

生徒の自由な発想を重視し、自分が表現し
たいことをしっかりと意識して考え、具現
化するところに、創る楽しさを味わう経験
が生まれる。また、仲間同士の鑑賞は、互
いの良さを認め合う場として有効であり、
創造活動の喜びや自己肯定感を高める。

制作を通した生徒の感想からは、「地域
の魅力」を再発見する言葉が多く見られた。
過疎が進み、学校の統廃合も進む地域であ
るだけに、新たな観点で自分の故郷の良さ
に気付けるきっかけを与えたこの題材は、
大変有意義な取組であったと思う。今後も、
地域に根ざした教育を心がけていきたい。

「バシヤンくん」

「七星テントウ」

私 の 教 師 道
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１　研究主題について
新学習指導要領では、従前から引き継い

だ「生きる力を育む」ことを目標に、新た
に育成すべき資質・能力として、三つの柱
が定義された。また、その資質・能力を育
成するための「主体的・対話的で深い学び」
を軸とした授業改善の実現に向けて、各教
科等の特質に応じた物事を捉える視点や考
え方（「見方・考え方」）を働かせていくこ
とを明記した。この「見方・考え方」につ
いては、現行の学習指導要領の中でも重視
されているが、次期改訂では、中央教育審
議会（以下、「中教審」）の答申として「見方・
考え方」の具体的なイメージが明記された。
本研究では、これらの「見方・考え方」を
働かせることによって、歴史学習における
時代の転換の様子や各時代の特色を考察す
る力、つまり、歴史的な思考力を育てるこ
とができると考える。

２　研究目標
近 世 か ら 現 代 の 歴 史 学 習 に お い て、

フィールドワーク（以下、「FW」）とＧＩＳ＊

を活用して都市構造の変化を可視化するこ
とにより歴史的な見方・考え方を獲得し、
児童が時代の特色や変遷を考えることがで
きることを明らかにする。
＊ＧＩＳとは
　 地 理 情 報 シ ス テ ム（Geographic Information 
System）の略称で、地図上に文字や画像などの情報
を重ね、それをコンピュータ上で再現できるシステ
ムである。

３　研究の実際
⑴研究仮説

FW とＧＩＳを活用すれば、佐倉の町を空
間的な広がりや時間の経過に着目して捉え
ることができ、歴史的な思考力を育てるこ
とができるだろう。
⑵研究の具体的内容
①研究主題に関する基礎的理論研究
ア見方・考え方について

答申では、現行の学習指導要領の成果と
課題の中で、「社会的な見方や考え方を成
長させること等に重点を置いて、改善が目
指されてきた」一方で、「社会的な見方や
考え方については、その全体像が不明確で
あり」と示している。この課題を受けて、
新学習指導要領では、「社会的な見方・考
え方」を社会的事象等の意味や意義、特色
や相互の関連を考察したり、課題の解決に
向けて構想したりする際の視点や方法であ
るとした（図１）。

図１　社会的な見方・考え方の系統性
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イ歴史的な思考力について
新学習指導要領では、思考力を「社会的

事象等の意味や意義、特色や相互の関連を
考察する力」であるとしている。他方、歴
史的な思考力は、多くの研究者によって
様々な解釈があり、明確には定義されては
いないが、藤井千之助の研究では「今昔の
相違や変遷」「因果関係」「時代構造」など
を考察する能力であると定義付けている。
ウ FW とＧＩＳについて

伊藤徹哉によると、ＦＷは、「地図を片手
に特定の地域へ出向き、景観や土地利用を観
察し、地域住民から聞き取り調査を行い、時
には機器や機材による計測などを通じ、その
場所の特殊（固有）性や他地域との共通（一
般）性といった特徴を明らかにしていく」こ
ととしている。他方、従来の紙地図では、紙
という媒体の制約があるため処理できる情報
量は限られたものであったが、電子地図とな
ることで膨大な情報を自在に分析・編集・出
力・検索することができる。基本機能として
は、各種の情報を
層（レイヤー）と
して記録し、必要
な情報を目的に合
わせて地図上で表
すことができる。

（図２）
②検証授業の実施と分析・考察
ア「社会的事象の見方・考え方」と「歴史

的な思考力」に関する分析・考察
第１次「佐倉の町を探検して、時代ごとに整理

しよう」
第１時　佐倉のＦＷをする
地図を基にグループで探検し、児童が感じる「昔」
の写真を自由に撮らせた。撮影した場所を地図に書
き込み、その概要を記録した。
第２時　写真を時代ごとに整理する
佐倉の町を「お城の前の時代」「お城があった時代」「連
隊が置かれた時代」「戦争が終わった後の時代」の４
つの時代に色分けをした。

第１次は学習の導入である。ＦＷを行う
ことで位置や広さなどの空間的な視点を獲
得したり時代ごとの色分けの結果として今
昔などの歴史的な視点を獲得したりした。

第２次「お城があった時代の佐倉はどのような
町であったのだろう」

第３時　お城があった時代の佐倉の概要を知る
江戸時代についての既習事項を確認した後、ＧＩＳ
を活用して江戸と佐倉藩の関係を学んだ。また、佐
倉城の歴代城主や地形を調べ、その特徴を捉えた。
第４時　ＦＷで見つけたものを古地図で確認する
神社や寺、大手門などを古地図で確認し、白地図上
に転記する。「成徳書院」など名前の変わっているも
のはタブレット端末で確認した。
第５時　お城があった時代の佐倉の町割から時代の
特徴を考察する

ＧＩＳを活用して、古地図と現代の地図を重ね合わ
せ、お城があった時代の佐倉の町割を確認した。色
分けした町割から、武家地、町人地、寺社地がどの
ように配置されているかを捉え、江戸時代の身分制
度との関連を考察した。

第２次は近世の学習である。江戸と佐倉
の距離という空間的な視点や「佐倉は交流
や政治の拠点」という相互関係の視点が見
られた。また、近世のまとめである第５時
に多くの考察が見られた。
第３次「連隊が置かれた時代の佐倉はどのよう

な町であったのだろう」
第６時　ＦＷで見つけたものを古地図で確認する
12 階段や平井家住宅など、連隊の時代のものを古地
図で確認した。ペリー来航から討幕までの流れをプ
レゼンテーションソフト（以下、Ｐ S）で概要をつか
んだ。
第７時　近代の中央史と連隊史の概略を知る
外国に追いつく必要性から近代化が進められたこと
や佐倉に置かれた連隊での兵隊の生活などの概要を
ＧＩＳやＰ S でつかんだ。
第８時　佐倉の町割から時代の変遷を考察する
古地図の商店名から軍隊関係の店と生活用品の店と
に色分けをし、商店街の分布の特徴をつかんだ。
第９時　連隊が置かれた時代の佐倉のまとめをする
古地図やＧＩＳを参考に、連隊の時代の町割を白地
図に書き込み、その時代のキャッチコピーを自分の
言葉で考えた。
第３次は近代の学習である。第２次と同

様に授業を進めた結果、地図での確認や町
割の比較などの授業では空間的な視点を、
中央史や佐倉連隊史を知る授業では時間的
な視点を多く獲得した。第３次でもまとめ
である第９時に多くの考察が見られた。

図２　GIS イメージ
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第４次「戦争が終わった後の時代の佐倉はどの
ような町であったのだろう」

第 10 時　戦後の時代の佐倉の概略を知る
連隊地が学校や公園など、平和的に利用されている
ことをＧＩＳで確認し、佐倉の人口や住宅地が増加
したことを捉えた。
第 11 時　商店街の様子から時代の変遷を考察する
1970 年と 2017 年の商店街を地図上で色分けをし、人
口は増えたが商店が減ったことやその理由を考察し
た。
第４次は現代の学習である。戦後の連隊

地の土地利用や商店街の変化の授業である
ので、空間的・歴史的な視点が多く出現し
た。また、「高度経済成長」が起こること
によって与えた影響など、相互関係の視点
も出された。第４次も、２次３次と同様に、
まとめの第 11 時に多くの考察がなされた。

第５次　「学習のまとめをしよう」
第 12 時　単元を通したまとめを自分の言葉で書く

近世から現代までの学習をノートにまとめた。

第５次としての第 12 時は本単元の総ま
とめの時間である。各時代のまとめを振り
返り、学んだ知識を整理・再構成した。毎
時の振り返りシートとは違い、ノートに自
由に記述させたため、たくさんの視点や方
法を働かせて多くの考察がなされた。

以上のことから、社会的事象の見方・考
え方は、授業の内容によって獲得される視
点が変化することが明らかになった。また、
獲得された視点は、比較したり総合したり
することによって事象同士の関係が明確に
なり、それらのつながりや因果関係、時代
の特色や変遷を考察することができること
も明らかになった。
イＧＩＳの効果に関する分析・考察

授業後にＧＩＳについてのアンケートを行
い、その結果をグラフで表した（図３）。バー
チャル地球儀ソフトの効果については 99％
の児童が肯定的な回答をしている。唯一、
否定的な回答をした児童の聞き取り調査で
は、「ＧＩＳで表している場所がどこなのかを

説明してくれるとよくわかる。紙に落とす
とわからなくなる。」ということであった。
ＧＩＳは拡大や縮小が容易にできる反面、そ
れがどこの場所なのかを捉えづらくなるこ
とがあるので、ランドマークとなるものを
画面や紙面に常に表示しておいたり、毎回
場所を確認したりという配慮も必要である。

４　研究のまとめ
⑴成果

FW とＧＩＳを活用することで、土地の利
用や分布などの空間的な視点や時代や変化
などの時間的な視点、影響や役割などの相
互関係の視点で佐倉の歴史を捉え、時代の
特徴や変遷を考えることができた。　　
⑵課題
①言語分析だけでは限界があるため、分析

方法を研究し組み合わせていく必要があ
る。

②ＧＩＳの更なる効果を得るために、児童自
身が操作できるようにする必要がある。

＜参考文献＞
・『歴史意識の理論的・実践的研究』風間書房 1985
・「地理エクスカーションの意義とは何か」鈴木重雄・

立正大学地理学教室編『地理エクスカーション』
朝倉書店 2015

図３　GIS アンケート
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１　研究主題について
算数科では、問題解決の過程で問題文に

示された複数の数量や事柄の関係を理解
し、それらを関連付けながら演算決定する
能力が求められる。しかし、これまでの指
導の中で複数の数量の関係を理解したり、
ある事柄が成り立つ理由をその根拠となる
事柄と関連付けて考えたりすることに児童
の課題を感じてきた。

平成 28 年度の全国学力・学習状況調査
では、「示された資料の他に必要な情報を
判断し、特定すること」「グラフから貸し
出し冊数を読み取り、それを根拠に、示さ
れた事柄が正しくない理由を、言葉や数を
用いて記述すること」に課題があることが
報告されている。このように、問題解決に
必要な情報を選択したり、根拠となる事実
を関連付けて解決の方法や判断の理由を説
明したりする力は、全国的にも課題となっ
ている。

文部科学省は、未来を切り拓くために必
要な資質・能力に「必要な情報を選択し、
解決の方向性や方法を比較・選択し、結論
を決定していくために必要な判断や意思決
定」を示している。また、育成すべき「数
学的な見方・考え方」を「事象を数量や図
形及びそれらの関係などに着目して捉え、
根拠を基に筋道を立てて考え、統合的・発
展的に考えること」とまとめている。　

このように、事象を他の数量と関連付け
て解決に必要な情報を選択したり、考えを
表現したりする力の育成が求められている

のである。以上を踏まえ、本研究主題を設
定した。

２　研究目標
第５学年「面積の求め方を考えよう」に

おいて、複数の情報を関連付けて考察する
ための効果的な手立てを、実践を通して明
らかにする。

３　研究の実際
⑴研究仮説
①情報過多や情報不足の問題に取り組んだ

り、問題解決を通して、関数の考えの良
さを感得したりすることができれば、解
決に必要な情報は何かを考えたり、数量
間の依存関係に着目したりするようにな
り、情報を関連付けて考察する力が高ま
るだろう。

②対話的な学びを通して、複数の情報を基
に解決までの過程について話し合った
り、多様な考えにおける共通点について
話し合ったりすれば、解決に必要な情報
を明確にしたり、多様な考えの関連性に
着目したりするようになり、情報を関連
付けて考察する力が育まれるだろう。
⑵研究の具体的内容

本研究では、先行研究を踏まえ研究主題
や仮説に関わる概念を以下の通り整理する。
①「関連付ける力」について

依存関係や共通性に着目するなど、複数
の情報のつながりを捉えたり、問題の構造
を理解し、問題を解決するために必要な情

研・活 究
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報を選択したり、整理したり、それをもと
に立式したりする力。また、変化や対応に
着目して、対応関係を見出し、その関係を
生かして問題を解決する力。
②「情報過多や情報不足の問題」について
ア情報過多の問題

解決に必要な情報より多くの情報が提示
されている問題。また、問題を制約する情
報が付け加えられている問題。

イ情報不足の問題
解決に必要な情報が直接に提示されてい

ない問題。

③「関数の考えのよさ」について
問題解決を通して、何を変数とするかを

考え、依存関係に着目したり、事象を理想
化したりして、関連のある他の事象に置き
換えて問題を解決することができるよさ。
また、変化や対応に着目し、対応関係を用
いて問題を解決することができるよさ。
④「対話的な学び」について

問題の構造を理解し、事柄の本質を明ら
かにするために、複数の情報をもとにした
解決までの過程や、多様な考えにおける共
通点について、数学的な表現を用いて児童

同士または教師と話し合い、自己の考えを
広げたり深めたりする活動。
⑶仮説の検証及び考察
①情報過多・情報不足の問題に関する検証
表は図１・図２のような情報過多・情報

不足の２問からなる練習問題の正答数であ
る。学習が進むにつれ、多くの児童が求積
に必要な長さを適切に選択できるように
なったことが分かる。

表　練習問題の正答者数
０問 １問 ２問

第１時（平行四辺形） ４人 ５人 21 人

第３時（三角形） ３人 ３人 24 人

第６時（台形） ０人 ２人 28 人

また、事前と事後に行った情報過多の調
査問題に対し、複数の情報から必要な情報
を選択することを「難しい」と答えた児童
は 63％から７％に減少していた。その理由
を尋ねると「授業でどこの長さが必要かを
考えたから」と答えていた。このことから、
情報過多や情報不足の問題は、情報に主体
的に関わろうとする意識を高め、情報を取
捨選択する力の向上に有効と言える。
②関数の考えのよさの感得に関する検証

本単元では、等積変形や理想化の考えを
基に未知の図形を既知の図形に置き換えて
考えることが重要となる。第７時は発展と
して半円を扱ったが、図３のように台形な
どの既知の図形とみる（置き換える）こと
で、全児童が面積を求めることができた。
このような置き換えの考えを単元を通して
価値付けたことで、多くの児童が置き換え

図１　情報過多の問題

図２　情報不足の問題

図３　第７時（半円）の自力解決の様子

 

理想化の考え 
→台形とみる 
（置き換える） 
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の考えのよさを感得することができた。
第８時は台形の求積公式を使い、他のど

んな図形が求積できるかを考えさせた。こ
こでは図形の包摂関係に着目し、台形以外
の様々な図形を台形とみるという関数の考
えが重要となる。例えば図形が長方形と決
まれば、上底や下底、高さが横やたてと決
まる。この「決まれば決まる」という依存
関係に着目し、97％の児童が長方形などの
面積を台形の求積公式で求めることができ
た。このように、児童は問題解決を通して
関数の考えのよさを感得し、新たな問題解
決に活用するなど、数量間の依存関係に着
目する姿勢を身に付けることができた。
③対話的な学びに関する検証

対話は学力の上位、中位、下位層を混ぜ
た３人または４人の班で実施した。自分の
考えを持った上で話し合いに参加できるよ
う最初に個人で考える時間を設けた。また、
対話の成果が明らかになるように個人で考
えた内容は黒で、対話を通して明らかに
なった内容は赤で書かせた。

下の会話は解決に必要な情報を明らかに
するために、複数の情報をもとに解決まで
の過程を話し合っているプロトコルであ
る。下線のように前回の話し合いを生かし
て考える様子や、波線のように解決に必要
な情報を明らかにする様子が見られた。

A: 全く同じ。底辺が 2.5 で高さが４、公式は底辺×高
さ÷２だから、2.5 ×４÷２で、答えは５㎠。

B: 私も 2.5 ×４÷２。前の話し合いで、平行な線の幅
は変わらないと言っていたから、これも１つ目の
星にアイウは平行と書いてあるから、この４㎝を
持ってくると、ここが直角になって高さになる。

C: つまり、この三角形の面積を求めるには、この 4.3
と 4.5 以外の全ての情報が必要ってことか。

第４時の対話の一部
図４は対話的な学びに関する事前と事後

の調査結果である。グラフから、対話は共
通点を明らかにする上で有効な手立てで
あったことがわかる。

これらの変容は、対話を通して互いの考
えを比較・統合する中で、複数の情報を関
連付けたり共通点に着目したりする意識が
高まったことや、他者の説明を聞いて自分
の考えの形成に生かすことができたためだ
と考える。以上のことから対話的な学びは、
情報を関連付ける力の向上に効果があると
推察される。

４　研究のまとめ
⑴成果
①単元を通して、三つの手立てを取り入れた

ことで、情報に対する意識を高め、情報を
関連付けて考察する力を育めた。

②求積に必要な長さはどこかを考えて測定し
たり置き換えたりする活動を通して、底辺
と高さの関係や公式の意味を理解したり、
図形の見方を広げたりすることができた。
⑵課題
①下位層の児童には、情報過多や情報不足の

問題は難易度が高く、自力解決に時間がか
かった。対話や振り返りの時間も含めて
45 分に収めるには、問題の質や提示の仕方、
時間配分に工夫が必要であるとわかった。

②関数の考えは領域や単元を問わず、様々な
問題の解決の場面で用いられる。児童が関
数の考えのよさに気付き、それを問題解決
に積極的に生かそうとする態度を育てる
には、全ての単元において、どの場面で、
どの関数の考えが働くのかを明確にし、そ
の価値を共有していくことが必要だと考
える。

図４　対話的な学びに関する調査結果

研・活 究
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１　はじめに
イオンリテール株式会社は、めまぐるし

く変化する市場や環境に素早く対応するた
め、各カンパニーに権限を委譲し、各店舗
が主体となって経営することで、真の地域
密着経営を実現している。一方、イオン株
式会社（以下、「ＡＥＯＮ」）は、「人材育
成を企業の基盤におく」というコンセンサ
スのもとで、人材育成にも力を入れ、教育
制度が確立している。

日本小売業№１のＡＥＯＮの様々な先進
的な取組から、今後の学校経営に生かせる
組織マネジメントを学ぶことができた。ま
た、小売業の現場（イオン稲毛店）に身を
置き、五感を研ぎ澄ませて、様々な業務を
経験させていただく中で、多くの示唆を得
ることができた。１年間の研修の成果を「人
材育成」「業務改善」の視点で報告したい。

２　研修内容
⑴実地研修
・ バックルームから売場への品出し
・ 在庫管理、商品の発注、売価変更等
・ 昼礼及びマネージャー会議への参加
⑵地域貢献関係研修
・ 地域への挨拶回り、店舗への要望等調査
・ 浅間神社夏祭り警護手伝い
・ 職場体験実習支援
・ 「チアーズクラブ」補助

⑶販売促進業務研修
ＡＥＯＮ夏の大抽選会等　運営補助
⑷イベント企画

 パラスポーツ体験イベント企画、運営

３　研修成果
４月に着任してすぐに店長から一冊の本

を手渡された。ＡＥＯＮの現名誉会長であ
る岡田卓也氏の実姉である小嶋千鶴子氏が
書かれた『あしあと』という本である。小
嶋千鶴子氏がしっかりとした教育体系を築
き、組織マネジメントと人材育成を一体
として取り組んでいることがＡＥＯＮの大
きな強みであることを、まずは知ってほし
かったと店長は話してくれた。『あしあと』
には、管理職として肝に銘じておくべきこ
とや学校現場で生かすべき組織マネジメン
トのエッセンスがたくさん書かれてあっ
た。その一部を紹介したい。
・「教育を受けるか受けないかは、自主性に

任せるのが基本。上司が教育を推奨する
職場では部下が意気に感じ、職場全体の
モラールが上がる。」

・「人々のモラールに支えられた企業は強
い。発展力のある職場風土とは、職員が
自己の能力を発揮する場への期待があ
る。人事政策の第一の基本は、職場の中
に良き風土を創造し、それを維持・浸透
させること。」

・「働く人一人一人の精神面での安定が仕事
の効率に大きく影響する。最も重要なの
は、休日・休暇の制度、休憩室・社員食

チアーズクラブ：「子供の健全育成」を目的に、店舗近隣に住む小中
学生が集まって環境について学び、集団活動をとおして社会的ルー
ルやマナーを学んでいく組織。

研・活 究

ＡＥＯＮから学ぶ組織マネジメント
　～小売業の現場に身を置き、五感で感じたことを学校経営に生かす～

小 学 校 編

田
た な か

中　均
まさのり

宜

企 業 派 遣 編

県立特別支援学校市川大野高等学園校長
（前県立君津特別支援学校教頭）
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堂等の環境整備。」
・「不正には峻を！失敗には寛を！」

ＡＥＯＮが営業収益６期連続で日本小売
業№１を達成している秘訣を垣間見た思い
がした。ＡＥＯＮが大切にしているこれら
の基本的な考え方を良き手本として、校内
における研修体制の充実を図り、組織マネ
ジメントと人材育成を一体として取り組む
学校経営をしていかなければという思いを
強くした。
⑴人材育成～人をよく知り、人を大切に
して、人を生かした組織づくり～
店長は「プライベートを知らずして本当

のコミュニケーションをとることはできな
い。」と社員との対話を大切にされていた。
社員の顔をしっかりと見て、一人一人の状
況を把握するとともに、会社の方針や店長
としての考えを、昼礼や合同朝礼の場でく
り返し伝えていた。また、一日に何度も店
内を巡回しながら、フレンドリーに称賛や
激励の言葉をかけていた。ときには事務所
に呼んで、厳しく指導する様子も見られた。
『あしあと』には、「より良く知ることで

ある。人は個々違う、違うことを知ること
である。一人一人について、過去どのよう
に生きてきたかを知り、今後どのように生
きていきたいかという希望を知り、目標を
も持たせることである。」「人を生かした組
織は必然的に、仕事が楽しくなる、会社が
楽しくなるという好結果を生みだし、活性
化がもたらされる。」と書かれてある。ま
さに、店長が日々実践されていることであ
る。

学校現場でも、店長の実践を良きモデル
として、教職員個々の良さ・持ち味や可能
性を引き出すことを大切にした組織づくり
を心がけたい。そして、失敗を恐れずにチャ
レンジする活気あふれる職場風土を創りあ
げたい。

そのためには、教職員との対話を大切に
して、一人一人の夢（目標）を知り、その
実現を支援することで、教職員個々のやる
気を喚起し、能力開発・人材育成を図って
いきたい。
⑵業務改善
①５Ｓの徹底

小売業の基本は「５Ｓの徹底」である。
「５Ｓ」とは「整理」「整頓」「清掃」「清潔」

「躾（基本・ルールの遵守）」のことである。
日用品を取り扱っている「デイリーコン

ビニエンス」という部署の「ペット部門」
を６月後半から任せられた。「５Ｓを徹底
すれば売上はアップする。」という店長の
言葉のとおり、在庫処分等を含めて、積極
的に「５Ｓ」に取り組んだことで、７月８
月は月予算・昨対ともに 100％を大きく上
回り、店長から高く評価していただいた。

学校現場でも、この「５Ｓ」の徹底に取
り組みたい。校内の不要なものを廃棄し、

「整理」「整頓」する。そして、毎日、児童
生徒みんなで心を込めて「清掃」し、常に

「清潔」な環境をつくる。厳守すべき基本（マ
ナーやルール）を明確化し、児童生徒主体
の安全で安心な学校を創っていきたい。
「『５Ｓ』を徹底することで、余裕をもて

る時間をつくることができる。時間の余裕
がもてると自ら考え工夫したり新しいこと
にチャレンジしたりする気持ちの余裕が出
てくる。気持ちに余裕が出てくれば、「変
革への挑戦」意欲が高まり、「仕事がおも
しろい！」と思えるようになる。」という
店長の言葉を胸に、そんな学校を創ってい
きたいと思っている。
②迅速なＰＤＣＡサイクルの活用

売上は、毎日１時間ごとにリアルタイム
で更新される。ＩＤをもっている社員・従
業員であれば、誰でもいつでもＰＣで確認
することができる。これは、迅速なＰＤＣＡ

研・活 究
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サイクルが機能しているかどうかを随時確
認できるということであり、常に評価され
ているということでもある。結果が数字と
して明確に出ることはとてもシビアではあ
るが、分かりやすくフィードバックされ、
モチベーションアップにもつながることを
実感した。

毎日午後２時から行われる昼礼では、「累
計売上額」「日割予算額」「午後１時現在の
売上額」「最終売上推定額」を各部門のマネー
ジャーが報告する。その日の天候や気温の
変化等をふまえて、予算達成のための対策
が講じられているかが評価され、その対策
や最終売上推定額が適切でなければ、すぐ
に店長から指導が入り、修正を指示される。
つまり、ＰＤＣＡサイクルがものすごく速
いのである。

学校現場では、各教科・領域、行事、分
掌等の評価スパンは長短様々ではあるが、
その時々の状況に応じた多種多様なＰＤＣ
Ａサイクルを活用し、業務改善に迅速に対
応すべきであると感じた。
③ワークスケジュールの立案と見える化

店長は「計画の無いところに成果無し。計
画は課長やマネージャーだけではなく、かか
わる全員が情報共有しなければ意味がない」
とよく話をされていた。ワークスケジュー
ルを見れば、各部署のメンバーの勤務時間
と業務内容等は一目瞭然である。個々の業
務が明確になるだけではなく、チームとし
ての協働体制づくりにもつながっていく。

ＡＥＯＮは所定外労働時間の削減や 36 協
定遵守へも真摯に取り組んでいる。

学校現場でも、まずは勤務時間の適正化
への意識改革を図っていかなければならな
い。その上で、業務改善につながる有効な
手立てと考えられるワークスケジュールの
立案と見える化を実施していきたい。

４　おわりに
「イオン稲毛店」のすばらしい店長とス

タッフの方々の御支援をいただきながら、
小売業の現場に身を置き、売場での様々な
業務の他、地域貢献活動や販売促進業務、
イベント企画にも携わらせていただいた。
その一つ一つの体験や社員・従業員、お客
様との対話の中で、五感をとおして、心で
様々なことを感じることができた。たくさ
んの貴重な経験や学びを、教育現場に生か
し、広げていくことが私に課せられた命題
だと感じている。
「思い込みは取り残される。常に新しいも

のを！企業にとって現状を維持するという
考えは無い。現状維持は停滞・下降を意味
する。常に向上を目指していかなければい
けない。」と店長が話されていたことが心に
強く刻まれている。

今、市川大野高等学園で「本物の働く力
を育み、笑顔輝く生徒の育成」を教育目標
に掲げ、全ての生徒の企業就労と豊かな社
会参加の実現を目指して、全教職員で心を
一つにして、一人一人の生徒に応じた指導・
支援に当たっている。
「変革への挑戦」というタイトルの校長通

信を５月から週に２～３号発刊し、良き伝
統を再確認し、継承しつつも、前年踏襲で
はなく、新しいチャレンジを続けていくこ
との大切さや重要性を教職員に伝える努力
を続けている。また、今年度、研究指定を
受けた「生涯学習」をキーワードに教育課
程の再構築を図っているところである。こ
れからも、常に、感謝と謙虚な気持ちを忘
れずに「変革への挑戦」を続けていきたい。

このような貴重な研修の機会を与えてく
ださり、支えていただきました全ての皆様
に心から感謝申し上げます。

研・活 究
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これからの時代に求められる資質・能力を育成するためのカリキュラム・
マネジメントに関する研究 ～子どもたちの主体的・対話的で深い学びを通して～

県総合教育センターカリキュラム開発部研究開発担当

１　はじめに
新学習指導要領では、今の子供たちが成

人して社会で活躍する時代を見据え、その
社会で生き抜く子供たちにどんな資質・能
力を育んでいけばよいのかを一つの問いと
している。学校は校長のリーダーシップの
もと、学校として育成を目指す資質・能力
を設定し、全教職員の共通理解のもと、そ
の資質・能力の育成に取り組むことが求め
られる。

本研究の研究協力校では、「コミュニケー
ション能力（小学校）」、「挑戦力・協同力・
創造力（中学校）」、「自ら考え、互いに学
び合える力（中学校）」、「対話力（高等学校）」
といった資質・能力を設定している。

２　資質・能力を育成するための四つの
STEP

教科等横断的な視点に立って資質・能力
を育成するためには、以下の四つの STEP
に取り組むことが重要だと考える。以下に
各ステップとそのポイントを示す。
⑴ STEP １：学校として育成を目指す　

資質・能力を設定する段階

各学校は、児童生徒の実態、教員の願い、
保護者・地域の要請、これまでの取組等を

加味して、最も育むべき資質・能力を設定
する。それらを特定の教科だけで育成する
のではなく、どの教科でも育成すべき「教
科等を貫く横串」として捉える。
⑵ STEP２：STEP１で設定した資質・

能力を発揮した児童生徒の
姿を具体的に描く段階

資質・能力を発揮した児童生徒の姿を「資
質・能力の三つの柱」で整理することによ
り、目指す児童生徒像や学校としての「評
価の視点」を設定することにつながる。
⑶STEP３：資質・能力を育成するため、

手立てを用いた授業改善に
取り組む段階

資質・能力を育成するための手立てとして、
例えばリフレクション（注）の設定、問いの工
夫、思考スキルに応じた思考ツールの活用を
挙げる。これらの手立てと主体的、対話的、
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深い学びの「授業改善の三つの視点」を関
連付ける。ただし、手立てと「授業改善の
三つの視点」は複合的に作用するもので、
それぞれの対応は、固定的なものではない。
また、以下に２つの留意点を挙げる。
①「資質・能力の三つの柱」をバランスよ

く育成するためには、それぞれの柱の育
成を意図した「問い」を、単元全体を通
して設定することが大切である。

②「思考スキル」に応じた「思考ツール」
の活用を理解し、適切な「思考ツール」
を選択することが肝要である。「思考ス
キル」を育成することが、思考力、判断力、
表現力等の育成につながる。
⑷STEP４：授業改善の成果や課題を学

校全体の教育活動や教育課
程に生かす段階

PDCA サイクルには、授業改善レベルと
教育課程改善レベルの二つに分類すること
ができる。授業改善と教育課程改善の二つ
の PDCA サイクルをつなげることが重要
なポイントになる。

各 STEP を関連付け、PDCA サイクルを
確立・循環させていくことが、資質・能力
を育成するために組織的かつ計画的に教育
活動の質の向上を図るカリキュラム・マネ
ジメントにつながる。

３　全教職員の参加による資質・能力を
育成するためのカリキュラム・マネジ
メントの実現を図る七つのポイント

⑴学校経営計画に位置付けよう
①自校の状況を把握するため、学力・学習

状況調査、体力テスト、学校評価や保護
者アンケート等を活用し、育成を目指す
資質・能力を設定することが重要である。

②育成を目指す資質・能力を学校経営計画
等の重点目標として位置付け、校長の
リーダーシップにより、学年経営計画や
教科等年間指導計画に関連を明記する
等、全教職員への周知と資質・能力を育
成するための動きを学校全体に創り出す
ことが重要である。
⑵校内組織を立ち上げよう
①資質・能力の育成に関連した校内委員会

を立ち上げる。校内委員会が中心となっ
て、資質・能力の育成に向けた具体的な
行動を校内全体に起こす。

②カリキュラム・マネジメントを円滑に推
進するためには、教務主任、研究主任、
学年主任、教科等主任等といった主任層
の役割が重要になる。主任層が、各分掌
の視点から教育課程の実現状況を把握
し、管理職と教諭等とをつなぐ役割を担
うことにより、学校が組織として円滑に
動くことが期待される。

③校務分掌の役割をカリキュラム・マネジ
メントの関連で整理すると、「学校経営
レベル」、「学年や教科等の経営・運営レ
ベル」、「学級や教科等の授業実践レベ
ル」の三つの経営・運営レベルに分けて
考えることができる。その上で各レベル
を、①当事者になる立場の人（誰が行う
のか）、②マネジメントの対象（何につ
いて担当するのか）、③マネジメントす
る主な業務（具体的な取組は）、④マネ
ジメントが反映される主なカリキュラム

（どこに反映させるのか）の視点から整
理することが重要である。
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⑶資質・能力が表出された児童・生徒の
具体的な姿を「三つの柱」で整理する
ことの意味を理解しよう

①資質・能力が発揮された児童生徒の具体
的な姿を学校全体、さらに学年別や教科
等別 ( 育成グループ）で出し合い共有化
を図る。

②共有化された児童生徒の具体的な姿を基
に、実践する際の目標を立てる。実践後
の目標の実現状況の検証は、必ず、学校
全体、学年や教科等の育成グループの成
果や課題としても検証する。
⑷資質・能力を育成するための手立てを
主体的・対話的で深い学びの実現を図
る視点と関連させて捉えてみよう

①学校全体、学年や教科等の育成グループ
である程度共通化を図る。

②手立てを主体的な学びの視点、対話的な
学びの視点、深い学びの視点から捉える。

③実践後の手立ての検証は、必ず、学校全
体、学年や教科等の育成グループの成果
や課題としても検証する。
⑸全教職員参加による PDCA サイクル
の確立によって教育課程の不断の改善
を実現しよう

①校内委員会が中心となって「いつ、どこ
で、だれが、何を評価して、どこにつな
げるか」を学校として明確に示す。

②週指導計画（週案）に、資質・能力育成
への取組等について実践記録等を記載す
る。また、有効な実践だけでなく苦労や
失敗した実践等も含めて紹介し、情報の
共有化ができるようにする。
⑹それぞれの立場から資質・能力の育成
について発信しよう

①学校評価の一つとして資質・能力の育成
に関連した項目を入れる。

②学校だより、学年・学級だより、学年・
学級集会等を活用し、資質・能力の育成

に向けた取組を発信する。
⑺カリキュラム・マネジメントに関する
研修を充実させよう

①教育課程の編成、実施、評価、改善と
いう PDCA サイクルの各段階において、
全教職員が教育課程改善のための点検に
関わることにより、教職員一人一人のカ
リキュラム・マネジメント力が向上する
とともに、教育活動の質の向上も図れる。

②「カリキュラム・マネジメントチェック
リスト」、「カリキュラム・マネジメント
ワークシート」を活用することにより、
カリキュラム・マネジメントに対する教
職員の意識の向上と円滑な運営が期待で
きる。

４　おわりに
資質・能力の育成は一人の教職員が懸命に

取り組んでも効果は表れない。全教職員がそ
の役割を理解し、学校の教育活動全体を通し
て取り組むことにより初めて育成できる。全
教職員が「全ての教育活動が資質・能力の
育成につながる」という意識をもって日々
の教育活動に取り組み、振り返ることが、
資質・能力を育成するためのカリキュラム・
マネジメントの実現の成否を握っている。

詳細は『これからの時代に求められる資
質・能力を育成するためのカリキュラム・
マネジメントサポートブック』（県総合教
育センター）を御覧いただきたい。

なお、前述⑺②のチェックリスト、ワー
クシート、サポートブック等は、県総合教
育センター Web サイトからダウンロード
可能である。

( 注 ) リフレクションとは
「思考力・判断力・表現力等」を育成するために、授
業の終わりに、本時の学習課題（学習問題）に対して、
この時間に学んだことを、他者に伝えたり説明した
りする活動のこと。
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１　主題設定の理由・研究の目的
県子どもと親のサポートセンター（以

下、「当センター」）では、電話や来所、
電子メールや FAX などによる相談事業を
展開し、平成 29 年度は延べ 12,647 件の相
談があった。

とりわけ、電話相談における義務教育を
終えた年齢の子供（本研究では中学校卒業
後、20歳未満の者。以下、「義務教育修了者」）
の相談割合が年々増加傾向にある。

そこで、県内市町村（以下、「自治体」）
に対して、義務教育修了者の相談受入れ状
況を調査し、受入れている自治体の取組や、
受入れが困難な自治体の障壁要因を探る。

また、高等学校における教育相談体制の
実態調査を通して、高等学校の教育相談に
関わる課題を把握し、当センターや自治体
における相談体制再考の一助とすることを
研究目的とする。

２　研究の方法
⑴研究１　自治体における教育相談体制

の実態と課題
県内全市町村教育委員会を対象に質問紙

調査、抽出教育委員会への聞き取り調査を
行う。
⑵研究２　高等学校における教育相談体

制の実態と課題
県内の抽出高等学校を対象に質問紙調

査、聞き取り調査を行う。

３　研究の概要
⑴研究１
①質問紙調査による結果

現在、義務教育修了者の相談を受入れて
いる教育委員会は全体の 27％、受入れてい
ない、必要に応じて受入れている教育委員
会は 73％となり、義務教育段階で手厚い対
応がされていた相談が、義務教育修了時か
ら途切れてしまう傾向にあることが分かっ
た。（図１- Ａ）

受入れが困難な理由として、「義務教育
ではないから」「義務教育修了者の相談に
対応できる人材がいないから」と回答す
る自治体が多い。一方で「義務教育の児
童生徒の対応が多く、義務教育修了者へ
の対応が難しい」と義務教育修了後を案
じていながらも、対応できない状況も見
受けられた。
②聞き取り調査による結果

社会教育（青少年指導センター等）を含
めても、相談窓口は３市の増加にとどまる。

（図１- Ｂ）
一方で、家庭教育担当部署（各自治体内）

における相談窓口は、広く開かれている。
（図１- Ｃ）

Ａ Ｂ Ｃ

Ａ　質問紙調査にて「受入れている」と回答した市町
村教育委員会（濃色）

Ｂ　青少年指導センター等に確認し「受入れている」
と回答した自治体を含める（濃色）

Ｃ　家庭教育担当部署における相談で「受入れている」
と回答した自治体を含める（濃色）
図１　義務教育修了者の相談受入れ状況

　地域の教育相談力拡充に向けての現状と課題
　～義務教育修了後の地域における教育相談体制の在り方～

県子どもと親のサポートセンター教育相談部
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⑵研究２
①質問紙調査による結果

多くの高等学校の教育相談担当者が、地
域の関係機関を把握している。また、関
係機関と連携する際は、管理職が窓口に
なるケースが最も多く、続いてスクール
カウンセラー（以下、「SC」）やスクールソー
シャルワーカー（以下、「SSW」）と続く。

しかし、SC や SSW をどのように活用
していけば良いのか分からないという意
見や、関係機関とどのような連携がある
のかを知りたいという意見もあった。
②聞き取り調査による結果

SC や SSW が配置されている学校は、
近隣の未配置校の生徒や保護者等の相談
にも対応している。SC の中には、多くの
相談を抱えながら、教職員と密に連携を
取り合う学校もあった。

SC 配置校の多くは、生徒の自発相談を
促すために、年度初めに SC を生徒に紹介
したり、SC が各学級をまわって生徒と顔
合わせをしたりしている。相談室だより
などを定期発行している学校も多く、対
象者（教職員・保護者・生徒）に合わせ
た内容で、別々に作っている。

教育相談部員が共有している相談は、
発達障害に関することや、精神疾患、生
徒指導に関することなど多岐にわたる。
そのため、担当教職員が特別支援教育部
や生徒指導部を兼務している学校も見ら
れた。

また、SC や担当教職員のみが関わるの
ではなく、チューター制を導入している
学校もあり、生徒が希望すれば、自分の
学級担任以外にも悩みを相談でき、定期
的に面談を受けられるシステムが構築さ
れていた。このように、全校の教職員で、
全生徒と向き合う積極的な教育相談体制
をとっている学校がある一方で、生徒か

らの相談について、担任や学年主任のみ
が対応し、その多くは生徒同士で解決で
きていると考え、相談室を開設していな
い学校もあり、高等学校の教育相談体制
が、学校によって大きく異なることが分
かった。

４　総合考察
義務教育修了後、98％を超える高等学

校進学率の中で、高等学校にも SC の配置
が進んでいる。平成 29 年度スクールカウ
ンセラー校種別活動状況（県教育庁教育
振興部児童生徒課）によると、SC が対応
した相談内容は、「心身の健康・保健」「友
人関係」「不登校」が半数以上を占めてい
る。校内で不適応を起こし、登校が難し
い生徒にとって、地域の相談機関の存在
は大きなものになると考えられる。同時
に、地域における教育の支援が少なく、
福祉との連携が十分でない現状から、高
等学校における教育相談の重要性につい
て、理解を一層深めていくことが求めら
れる。

当センター来所相談を利用する義務教
育修了者の延べ件数は、年間 1,200 件を超
える。来所者の移動の時間や交通費を考
えると、来所可能な子供や保護者は一部
に限られているのが現状である。

中学校卒業後、進学や就職をせず家事
手伝い等として過ごす子供が毎年 300 名
以上にのぼることから、今後市町村教育
委員会には、福祉の相談と同様に、義務
教育修了者も地域の子供と捉え、教育相
談の窓口を拡げることが求められる。そ
れにより本県の教育相談体制は、より充
実したものになると言えるのではないだ
ろうか。
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１　はじめに
本校は全校児童162名の小規模校であり、

今年度で創立 120 周年を迎えた歴史と伝統
のある学校である。

平成 28 年度に授業改善の取組、平成
29・30 年度の２年間、県総合教育センター
より「これからの時代に求められる資質・
能力を育成するためのカリキュラム・マネ
ジメントに関する研究」の調査研究事業に
係る研究協力校として、授業研究と職員研
修に取り組んできた。ここでは、本校の研
究の概要について紹介する。

２　研究の概要
⑴研究主題設定の理由

本校では、「本気（勉強・運動・掃除）、
野に咲く花（強さ・けなげさ）、大きな夢（目
標・希望・努力）、感謝（思いやり・あいさつ）」
を学校教育目標とし、めざす児童像に①進
んで学び表現できる子、②認め合い助け合
う子、③活力ある元気な子の育成を掲げて
いる。そして、学校経営の重点の一つに、

「自ら学び、思考し、表現する力を育成する」
を掲げ、学校として育成を目指す資質・能
力を「コミュニケーション能力」とした。

本校の児童の多くは、明るく活動的であ
る。しかし、授業へ取り組む様子は、自ら
課題を見つけて主体的に解決しようとする
力や、自分の考えをまとめて話したり、友
達の考えに耳を傾け、最後までじっくり聞
いたりする力は十分だとは言えない。そこ
で、日常の学校生活の中で、友達と様々な
形で関わる場面を設定することで語彙を増
やし、各教科の学習の中で、自分の思いや

考えを伝えたくなるような学習問題（学習
課題）の設定をしたり、子供たちが関わり
合いながらお互いの思いや考えを伝え、認
め合ったりすることができるような手立て
を工夫することで、児童のコミュニケー
ション能力を高めていきたいと考える。
⑵研究目標
「児童のコミュニケーション能力を育む

ための効果的な指導について、実践を通し
て明らかにする。」
⑶コミュニケーション能力を発揮してい
る児童の姿

「コミュニケーション能力を発揮してい
る児童の姿」を資質・能力の三つの柱で整
理し、研究を通した児童の変容を検証する
ため、児童に実施する「授業についてのア
ンケート」や、検証授業で参観者が記入す
る「校内授業研職員アンケート」の項目と
しても活用した。

知識及び技能
（話す・聞く）

思考力、判断力、表現力等
（考える・伝える）

学びに向かう力、人間性等
（認める）　※抜粋

低
学
年

○相手の方を見て、うなずきな
がら話を聞くことができる。

○相手に応じた言葉遣いで話す
ことができる。

○自分とは違う考えがあること
に気付くことができる。

○自分の考えを伝えようとする。

○友達の発言のよいところをほ
めることができる。

中
学
年

○話の中心に気をつけて、最後
まで聞くことができる。

○丁寧な言葉を用いて、適切な
言葉遣いで話すことができる。

○相手の考えと自分の考えを比
較することができる。

○自分の考えを伝えることがで
きる。

（相手が分かること＝伝える）

○自分と違う考えを受け入れる
ことができる。

高
学
年

○話し相手の意図を考えながら、
話の中心に注意して聞くこと
ができる。

○目的や意図が明確に伝わるよ
うに、話の構成を工夫しなが
ら話すことができる。

○相手の考えと自分の考えを比
較し、共通点や差異に気付く
ことができる。

○相手が分かるように自分の考
えを伝えることができる。

○友達の考えを受け入れ集団と
しての考えを発展させること
ができる。

コミュニケーション能力を発揮している児童の姿

⑷研究仮説
問いや手立ての工夫をすれば、お互いの

思いや考えを伝え、認め合うことができ、
コミュニケーション能力を育むことができ
るであろう。

先進校の取組

コミュニケーション能力を育む指導方法の工夫

茂原市立本納小学校
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３　研究の実践
⑴５学年社会科「情報化した社会とわた
したちの生活」の検証授業
児童のコミュニケーション能力の向上を

図るため、以下の四つの手立てを実践した。
①実態調査を用いたメディアランキングに

よる導入 
導入場面では、「５年○組メディアラン

キング」を提示し、ランキングの予想をさ
せた。ランキングの予想をすることで、身
近なものから「情報」についての関心を高
めることができた。
②多様な意見を引き出す「反論発問」

メディアランキングから、メディアの必
要性について考える場面では、あえて、「テ
レビがあれば他のメディアは必要ないので
は？」と発問することで、「いや、他のメディ
アも必要だ。」という児童の反論を引き出
させた。これにより、「様々なメディアの
特徴について考える」という学習問題に必
然性をもたせた。
③個人での付箋記入と３人組での分類

展開場面で
は、意見の交
流が図れるよ
う３人組のグ
ループを編成
し た。 ま ず、
担 当 す る メ
ディアの長所
を青い付箋、短所を赤い付箋に記入させる。
次に、個別に考えた意見をグループ内で発
表・分類しながら、担当するメディアの特
徴を整理した。付箋を活用することで、普
段はなかなか発言できない児童も自分の考
えを伝えるなど、活発な意見の交流が見ら
れた。
④メディアの特徴を比較するマトリクス

グループごとの考えを、黒板に掲示した
拡大マトリクスに貼りつけ、グループの代
表者に意見を発表させ、補足などを書き込

んでいった。さらに、「災害時や天気、物
の値段を知りたい時は、どのメディアを使
うとよいだろ
うか。」という
発問を投げか
け、 マ ト リ ク
スに示された
長所や短所を
参考にしなが
ら最適解を導
き出させた。その中で、自分たちが日常生
活でメディアを必要に応じて使い分けてい
ることに気付くことができた。

このように身近なものから「情報」に対
する関心を高めさせ、発問を工夫すること
によって、自分の思いや考えを伝えたり、
お互いの思いを交流したりして、コミュニ
ケーション能力の育成を図った。
⑵ＰＤＣＡサイクル確立のための参加体験
型校内研修
本校では、検証授業後の協議会や全体研

修会において、参加体験型研修の手法や
ツールを多く取り入れ、思考の可視化と意
見の共有化を図ることにより、全教職員参
加のカリキュラム・マネジメントの実現を
目指している。

検 証 授 業 の
授 業 構 想 に あ
たっては、「子
供 が 能 動 的 に
な る 問 い の 工
夫 」 を テ ー マ
に、研修全体
会を実施した。
研修では、県総合教育センター発刊の「授
業づくりガイドブック」を基に、児童が自
ら「問い」を生み出すための、教員の働き
かけについて学んだ。さらに、各検証授業
後の協議会では、拡大指導案を用い、授業
の成果と課題及び研究仮説との関連を検
証・協議している。

付箋記入と意見分類

マトリクスを参考に深める

拡大指導案による分析研修

先進校の取組
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１　2030 年に向けた教育の動きが始
まっている
2020 年度から小学校から漸次、新学習指

導要領が完全実施されるが、文科省は 2030
年に向けた教育ビジョンとして『Society5.0 
に向けた人材育成～社会が変わる､ 学校が
変わる～』を 2018 年 6 月に公表している。

社会全体が AI（人口知能）や IoT（モ
ノのインターネット）などによって急激に
変化し､ 教育もその変動を受けて大きく変
わると考えられている。

Society5.0 とは「超スマート社会」と呼
ばれるが、1.0 は狩猟社会、2.0 は農耕社会、
3.0 は工業社会、4.0 は情報社会である。超
スマート社会では、今までなかったものが
出現し社会に役立つ姿がしばしば見られる
ようになる。

例えば、IoT で全てのモノがつながり、
様々な知識や情報が共有され、今までにな
い新たな価値を生み出す。また、AI によっ
て必要な情報が必要なときに提供されるよ
うになり、ロボットや自動走行車などの技
術で､ 少子高齢化、地方の過疎化、貧富の
格差などがかなり克服されるという。この
ような動きの中で教育もまた新たな展開が
予測され、それに対応する教育の在り方が
重要な課題となったと言える。

だが、2030 年はさして遠い未来ではない。
はたして学校はどう変わるであろうか。

また、現在学校で学ぶ子供たちは 2100 年
以降も生きる存在である。社会がどう変わ
るか、は予測できないが、どのような力を
身に付けるべきか、は重要な課題である。

２　Society5.0 に向けた人材育成
文科省は超スマート社会を支える人

材を早急に育成する必要があるとする。
Society5.0 の実現の鍵となる AI とその基
盤となる数学や情報科学等に関する研究開
発と教育が、我が国は米国や中国等に比較
して立ち遅れているという。特に多くの学
生は十分な情報科学のトレーニングを受け
ていなく、その教育体制の充実が緊急の課
題であるとする。

そこで、どの時代でも必要な共通の能力
と新たな社会を牽引する人材とに分けて、
その「力」を次のように言う。

まず、誰もが必要とする共通の能力は、
特殊な能力ではなく、「知識 ･ 技能、思考
力 ･ 判断力・表現力をベースにして、言葉
や文化、時間や場所を超えながらも自己の
主体性を軸にした学びに向かう一人一人の
能力や人間性が問われることになる」とし
て三つ挙げている。
①文章や情報を正確に読み解き、対話する

力
②科学的に思考 ･ 吟味し活用する力
③価値を見つけ生み出す感性と力、好奇心・

探究心
次に新たな社会を創りあげるための「牽

引する人材」については次のように述べて
いる。
①技術革新や価値創造の源となる飛躍知を

発見 ･ 創造する人材
②技術革新と社会課題をつなげ､ プラット

フォームを創造する人材
③様々な分野において AI やデータの力を

最大限活用し展開できる人材　等

学校歳時記
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教育創造研究センター所長

2030 年　学校はどう変わるか
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このような「力」の育成こそは、今から
でも実行したい課題であるが、実際の学校
教育はどう変わるであろうか。

文科省のイメージする 2030 年の学校教
育は、デジタル教科書やデジタル教材など
の導入によって大きく変わるとする。学校
教育のシステムそのものの転換が起きるで
あろう。そのイメージは次のようである。
①一斉一律授業の学校　
　読解力など基盤的な学力を確実に習得さ

せつつ､ 個人の進度、関心に応じた学び
の場へ

②同一学年集団の学習　
　同一学年に加え、学習到達度や学習課題

等に応じた異年齢・異学年集団での協働
学習の拡大

③学校の教室での学習　
　大学、研究機関、企業、ＮＰＯ、教育文

化スポーツ施設等を活用した多様なプロ
グラム

３　EdTech にみる新たな教育
近未来の教育への構想は文科省のみでな

い。経済産業省もまた 2018 年６月に「『未
来の教室』と EdTech 研究会」を発表した。
テクノロジーを活用して教育に変化をもた
らそうと考えている。

その背景には、我が国の前例にない「超
高齢社会」に対応した社会システムの再構
築があって、「課題先進国」から「創造的
な課題発見 ･ 解決力」への転換が必要とさ
れている。

教育もまた、「教科や系統性の壁」「一斉
画一的な教育方法」「民間教育と公教育の
壁」「教育と社会の壁」への挑戦が必要と
考えている。重要なのは「学びの生産性を
上げる」ことで、「学習の個別最適化」が
最も重要になる。そのためには、様々な専
門性 ･ 組織・業種・地域 ･ 国境などの壁を「越
境」する必要があるとされている。かなり
思い切った提言である。

実際に授業はどう変わるか､ 次のような
ラフ・スケッチで描かれている。
①幼児期から「50 センチ革命×越境×試行

錯誤」を始める。
②誰もがどんな環境でもワクワクする学び

に出会える。
③学習者は自分に適合した世界水準のプロ

グラムと自分に合う先生を選べる。
④探究プロジェクトで文理融合の知を使

い、社会課題や身近な課題を試行錯誤す
る。

⑤常識・ルール ･ 通説・教科書の記述等へ
の挑戦を「学び」と呼ぶようにする。

⑥教科学習は個別最適化され「短時間で効
果的な学び方」が可能になる。

⑦「学力」「教科」「学年」「時間数」「単位」「卒
業」などの概念は希釈化され､ 学びの自
由度が増す。

⑧「先生」の役割は多様化する。教える先
生、教えずに「思考の補助線」を引く先生、
寄り添う先生。

⑨ EdTech が「教室を科学」し、教室は「学
びの生産性」をカイゼンする。

⑩社会とシームレスな「小さな学校」に、
民間教育・先端研究・企業 /NPO と協働、
CSR(企業の社会的責任 )/CSV（共有価
値の創造）が集中する。
これらはラフ ･ スケッチと述べているよ

うに、個々の課題はさらに十分な検討を必
要とするが、近未来の教育展望がこのよう
なイメージで語られていることに留意した
い。なお、高校の次期教科として理数科が
誕生するように、諸外国が STEM（Science 
Technology Engineering Mathematics) に
力を入れ始めているとされることにも留意
したい。
「2030 年学校はどう変わるか」は現実の

課題として進行していることに誰もが十分
認識すべきである。
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１　はじめに
知的障害のある児童生徒の学習上の特性

として、「学習によって得た知識技能が断
片的になりやすく、実際の生活の場で応用
されにくい」、「抽象的な内容の指導よりも、 
実際的な生活の場面の中で、具体的に思考
や判断、表現できるようにする指導が効果
的である」、「児童生徒が一度身に付けた知
識技能は、着実に実行されることが多い」
等が挙げられる。そのため、実際の生活に
即しながら、繰り返して学習することによ
り、必要な知識や技能を身に付けられるよ
うにする継続的、段階的な指導が重要とな
る。

２　知的障害のある児童生徒への教科指導
知的障害教育の各教科の指導では、一人

一人の児童生徒の実態に合わせて、興味や
関心、学習状況、経験等を十分考慮しなが
ら、指導内容を、選択・組織することが求
められる。

ここでは、小学校知的障害特別支援学級
の国語の実践例を紹介する。（「特別支援学
級担当者のための専門性向上パッケージ」
より、県総合教育センター Web サイトか
らダウンロード可能）
⑴単元名
　ことばあつめをしよう（13 時間）
⑵内容

小学部２・３段階、小学校１・２学年
⑶単元の目標
①絵を見たり友達の発表を聞いたりして身

近な言葉を知り、言葉を増やすことがで
きる。 

②絵本などの読み聞かせを通して、語句か
ら事柄を思い浮かべたり、話の大体を聞
き取ったりすることができる。

③言葉と言葉の続き方に注意して、文を作
ることができる。
⑷教材・教具

教科書「こくご☆☆」「こくご☆☆☆」　
（文部科学省）・１年生教科書（教育出版）、 
絵本、 絵カード、文字カード、助詞カード
⑸指導の概要

始業式で経験した「先生の名前当てクイ
ズ」を想起して、友達や自分の名前に入っ
ている文字を使って、身近なものの言葉を
集める学習を行う。児童の実態に応じて、
集めた言葉や文をノートに書いたり、絵
カードと文字カード、絵カードと絵カード
のマッチングをしたりする。言葉を見つけ
られない児童には、実物や絵カードを提示
し、そこから選べるようにし、集めた文字
を発表するときには、選んだ絵カードを黒
板に貼ったり、黒板に文字を書いたりして、
どの児童も活躍できる場を設ける等の支援
をしていく。学習の終わりには、集めた言
葉が登場する絵本の読み聞かせを行うこと
で、言葉のイメージがより豊かになるよう
に工夫する。回数を重ねていくうちに、友
達の発表をよく聞いたり、それを真似て文
を作ったりする等、児童同士の学び合う姿
が見られるようになった。

３　おわりに
知的障害のある児童生徒は、成功経験が

少ないことを勘案し、主体的に活動に取り
組む意欲を育んでいくことが重要となる。
そのため、児童生徒が頑張っているところ
やできたところを細かく見取り、認め、称
賛することで、児童生徒の自信や意欲を高
められる学習を展開していくことが求めら
れる。

県総合教育センター特別支援教育部

　発信！特別支援教育

知的障害のある児童生徒のための教科指導実践
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千葉県の県立博物館は全部で５館８施設、
そのうち、千葉の歴史を学ぶことのできる博
物館は以下の５施設があります。
①中央博物館本館（千葉市中央区青葉町）
② 〃 大利根分館  （香取市佐原ハ）
③〃 大多喜城分館（夷隅郡大多喜町大多喜）
④房総のむら  　 （印旛郡栄町龍角寺）
⑤関宿城博物館　 （野田市関宿三軒家）

県立博物館は、特色あるテーマをもって県
内各地に設置されています。歴史博物館と一
口に言っても、各館毎に扱う内容に特徴があ
ります。中央博物館本館は、「房総の自然と
人間」をテーマとし、歴史だけでなく自然に
ついても広く深く知ることのできる総合博物
館です。専門の研究員（学芸員）が多く、千
葉県内にとどまらない広い視野での研究・資
料の収集等を行い、成果を公開しています。

大利根分館は、「利根川の自然と歴史」を
テーマにした博物館です。原始から中世まで
の歴史資料だけでなく、近世以降の豊富な民
俗資料（漁具・農具等）から、この地域の文
化を身近に学ぶことができます。

大多喜城分館は、「房総の城と城下町」を
テーマとして、中近世の城跡やそれに関する
武器・武具等が多く展示されています。特に、
甲冑を着用する体験教室は、いろいろな武将
の甲冑があり大人気です。

房総のむらは、「風土記の丘資料館」に原
始から中世の豊富な考古資料が収蔵・展示さ
れています。館の周囲には県内でも最大規模
級の龍

りゅう

角
か く じ

寺古
こ ふ ん ぐ ん

墳群があり、古代の雰囲気を体

感することができます。
関宿城博物館は、近世から近現代にかけて

の「川と人々のかかわり」について展示して
います。特に、江戸時代の利根川の東遷につ
いては非常に分かりやすく、河川改修の歴史
を学ぶことができます。

博物館では館内展示だけでなく、それぞれ
豊富な収蔵資料や多様な専門分野の研究員が
もつノウハウを学校の授業に活用いただくた
めに、各種「学習キット」を作成しています。
例えば「生命と大地の歴史を体感する化石
セット（中央博物館）」や「縄文土器施

せ

文
も ん ぐ

具キッ
ト（房総のむら）」等があります。詳しくは
千葉県立博物館Ｗｅｂサイトをご覧下さい。

また、県立博物館を身近に感じて利用して
いただけるように、毎年、小・中学１年生の
保護者向けに「博物館無料入場券」を作成・
配付しています。今年度分は３月末まで利用
可能ですので、まだ手元に残っているなら、
親子揃っての見学をお勧めします。来年度も
夏休み前に配付する予定です。

県立博物館で学ぶ千葉の歴史

千葉歴史の散歩道

文化財課学芸振興室副主幹　黒
くろさわ

沢　崇
たかし

授業で使える「学習キット」チラシ
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シリーズ!現代の教育事情（予定）
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萩
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菊
６５８号 「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善
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新学習指導要領Ⅲ　
～高等学校が変わる！～
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教職員の資質・能力の向上
～学び合い、高め合う集団づくり～

桜
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共生社会を目指す教育の在り方
～差別なき学校教育とは～

表紙写真について
長南町立長南小学校
1年	 ふるさと学習「昔あそびを楽しもう」
「生活科の学習で行った、地域の学習ボランティアの皆さんとの
触れあい」の様子

「千葉教育」は千葉県総合教育センターの
Ｗｅｂサイトから閲覧・ダウンロードできます。

千葉県総合教育センター
公式Twitter　＠Chiba_Sose


